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海外一般募集及び第三者割当による 2023年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債及び 

2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ 

 

LINE株式会社(以下「当社」という。)は、2018年９月４日付の取締役会において、海外一般募集によ

る 2023 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債及び 2025 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約

権付社債(以下、個別に又は総称して「海外一般募集による本新株予約権付社債」という。)の発行を決議

いたしましたのでお知らせいたします。 

なお、当社は、上記に加え、当社親会社の NAVER Corporation に対して、相互の企業価値向上を果た

し、長期的に友好な取引・協調関係を今後も維持・発展させていくため、NAVER Corporationの一定程度

の持分比率を維持することを目的として、海外一般募集による本新株予約権付社債の発行と並行して、

第三者割当による 2023 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債及び 2025 年満期ユーロ円建転換

社債型新株予約権付社債(以下、個別に又は総称して「並行第三者割当による本新株予約権付社債」とい

い、海外一般募集による本新株予約権付社債とあわせ、「本新株予約権付社債」という。また、本新株予

約権付社債のうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。)の発行を決議いた

しましたので併せてお知らせいたします。 

 

【本新株予約権付社債発行の背景】 

当社グループは、メッセンジャー・プラットフォームとなる「LINE」を基盤とし、その上にゲーム、動

画・音楽配信サービス、写真・動画サービス、ニュース等のユーザーの生活に密着した様々なサービスを

提供しております。2018年６月末時点で「LINE」の月間アクティブユーザーは日本国内で 76百万人、主

要４か国（日本、台湾、タイ、及びインドネシア）の合計では 164百万人を超え、グローバルなプラット

フォームを確立しております。 

これまで当社グループでは当社が「コア事業」と位置付けている広告、コミュニケーション及びコン

テンツの分野において、ユーザー間の強力なネットワーク効果や新しい日々のニーズに対応したサービ

スの充実を通じて、ユーザーのみならず広告主やプラットフォーム提携先に対する提供価値の向上に取

り組んで参りました。さらに当社グループは、中長期的な成長に貢献すると考える新たな取組みに投資

を行っており、当社が「戦略事業」と位置付けている Fintech、AI、及びコマースを中心とした注力領域
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において、既存サービスの発展及び新規サービスの導入を通じて新たな付加価値の創出を加速して参り

ます。特に Fintech分野においては、金融業界のリーディング企業との提携を通じて、オンライン証券、

保険、ローンなどの分野における新たな事業機会を追求しています。また、AI 分野においても、当社グ

ループのプレゼンスを強化・拡大するため、自社 AIプラットフォーム「LINE Clova」の普及を促進させ

て参ります。 

今後も、人々の生活を便利に、豊かにするべく各領域においてサービスの充実を継続していくことを

目指しております。当社グループは事業の成長投資を積極的に進めることで中長期的な企業価値向上を

企図しており、今般、当該資金需要に対応するために約 1,500 億円の本新株予約権付社債の発行を決議

いたしました。 

 

【調達資金の使途】 

本新株予約権付社債の発行による調達資金の額、使途及び支出予定時期は、以下を予定しております。 

（１） 調達する資金の額 

① 払 込 金 額 の 総 額 約 1,481 億円 
② 発 行 諸 費 用 の 概 算 額 約 1 億 9 千万円 
③ 差 引 手 取 概 算 額 約 1,479 億円 

 

（２）調達する資金の具体的な使途 

 具体的な使途 金 額 
支出予定 
時期 

① 

Fintech 事業の成長投資 

 新しいインフラ確立を目指しているモバイル送金・決済

サービス「LINE Pay」の決済対応箇所の更なる拡大、ユー

ザー数及び送金・決済高拡大のための広告宣伝費及び販

促活動費 

 今後展開を目指している金融関連サービスの立ち上げ及

び運営に関わる運転資金、システムへの投資、人件費、各

領域における国内外の戦略的投融資 

約1,000億円 
2021 年 12 月

までに 

② 
AI事業の成長投資 

 自社製品である「LINE Clova」や関連サービスの開発のた

めの人件費、外注費、広告宣伝費 

約 480 億円 
2021 年 12 月

までに 
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【本新株予約権付社債発行の狙い】 

当社は、資金調達手段の選択にあたり、発行後の１株当たり利益の希薄化の抑制を企図しながら、一方

で、将来的に柔軟な財務戦略の選択も可能とし得る手法かつ今後の成長資金を出来る限り低コストで調

達できる手法を検討した結果、以下のような特徴を有する本新株予約権付社債の発行が最も適した手法

であるものと判断いたしました。 

① 本新株予約権付社債は、ゼロ・クーポンで発行されるため、金利コストの最小化が図られること。 

② 本新株予約権付社債は、時価を上回る転換価額の設定とすることにより、発行後の一株当たり利益の

希薄化を抑制する効果が期待できること。 

③ 本新株予約権付社債は、株価が一定期間にわたり転換価額の 130%以上であった場合に、当社の選択

により繰上償還できるコールオプション（ソフトコール条項）が付されており、株式への転換を促進

して資本拡充を図ることができること。 
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記 

 

Ⅰ．海外一般募集による 2023年満期新株予約権付社債の発行 

１．社債の名称 

LINE株式会社2023年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(以下Ⅰ．において「本新株予約

権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。) 

２．社債の払込金額 

本社債の額面金額の100.0％ (各本社債の額面金額 10,000,000円) 

３．新株予約権と引換えに払い込む金銭 

本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする。 

４．社債の払込期日及び発行日 

2018年９月20日 (ロンドン時間、以下別段の表示のない限り同じ。) 

５．募集に関する事項 

(１)募集方法 

Morgan Stanley & Co. International plc、Nomura International plc、J.P. Morgan 

Securities plc、Goldman Sachs International及びMizuho International plcを共同ブック

ランナー兼共同主幹事引受会社とする幹事引受会社(以下「幹事引受会社」という｡)の総額個別

買取引受けによる欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国を除く｡)における募集。但

し、買付けの申込みは引受契約書の締結日の翌日午前８時(日本時間)までに行われるものとす

る。 

(２)本新株予約権付社債の募集価格(発行価格) 

本社債の額面金額の102.5％ 

６．新株予約権に関する事項 

(１)新株予約権の目的である株式の種類、内容及び数 

本新株予約権の目的である株式の種類及び内容は当社普通株式(単元株式数100株)とし、

その行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総

額を下記(４)記載の転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる１株未満の端数は

切り捨て、現金による調整は行わない。また、本新株予約権の行使により単元未満株式が発

生する場合は、当該単元未満株式は単元株式を構成する株式と同様の方法で本新株予約権付

社債の保有者(以下「本新株予約権付社債権者」という。)に交付され、当社は当該単元未満

株式に関して現金による精算を行わない。 

(２)発行する新株予約権の総数 

3,658個及び代替新株予約権付社債券(本新株予約権付社債券(下記７(８)に定義する。)の

紛失、盗難又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得て発行する新株予約権付社債券をいう。

以下同じ。)に係る本社債の額面金額合計額を10,000,000円で除した個数の合計数 
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(３)新株予約権の割当日 

2018年９月20日 

(４)新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額 

(イ)各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、

当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。 

(ロ)転換価額は、当初、当社の代表取締役が、当社取締役会の授権に基づき、投資家の需要状況

及びその他の市場動向を勘案して決定する。但し、当初転換価額は、本新株予約権付社債に

関して当社と上記５(１)記載の幹事引受会社との間で締結される引受契約書の締結日におけ

る株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値(下記７(４)(ロ)に定義する。)に1.0

を乗じた額を下回ってはならない。 

(ハ)転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で

当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合、下記の算式により

調整される。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が

保有するものを除く｡)の総数をいう。 

 

調整後転換価額＝調整前転換価額× 

 

既発行株式数＋ 

発行又は 

処分株式数 
× １株当たりの払込金額 

時 価 

既発行株式数＋発行又は処分株式数 

 

また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、一定の剰余金の配当、当社普通株式の時価

を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付

されるものを含む｡)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整され

る。 

(５)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 

本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算

規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、

計算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準

備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 

(６)新株予約権を行使することができる期間 

2018年10月４日から2023年９月６日まで(行使請求受付場所現地時間)とする。但し、①下

記７(４)記載の繰上償還の場合は、償還日の東京における３営業日前の日まで(但し、下記７

(４)(ハ)において繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、

②下記７(５)記載の本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また

③下記７(６)記載の本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。
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上記いずれの場合も、2023年９月６日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を

行使することはできない。 

上記にかかわらず、当社の組織再編等(下記７(４)(ニ)に定義する。)を行うために必要で

あると当社が合理的に判断した場合、組織再編等の効力発生日の翌日から起算して14日以内

に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。 

上記にかかわらず、本新株予約権の行使の効力が発生する日本における暦日(又は当該暦

日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又

は社債、株式等の振替に関する法律第151条第１項に関連して株主を確定するために定めら

れたその他の日(以下、当社の定める基準日と併せて「株主確定日」と総称する。)の東京に

おける２営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京に

おける３営業日前の日)(同日を含む。)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京にお

ける営業日でない場合、その東京における翌営業日)(同日を含む。)までの期間に当たる場合、

本新株予約権を行使することはできない。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく

振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する日本法、規制又は慣行が変更

された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当

該変更を反映するために修正することができる。 

(７)その他の新株予約権の行使の条件 

各本新株予約権の一部行使はできない。 

(８)当社が組織再編等を行う場合の承継会社等による新株予約権の交付 

(イ)組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権

付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、

本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。

但し、かかる承継及び交付については、(ⅰ)その時点で適用のある法律上実行可能であ

り、(ⅱ)そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(ⅲ)当社

又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費

用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とす

る。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本

の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。本(イ)に記載の当社の努力義務は、

当社が本新株予約権付社債の受託会社(以下「受託会社」という。)に対して下記７

(４)(ニ)(b)記載の証明書を交付する場合、適用されない。 

「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は

本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。 
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(ロ)上記(イ)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとす

る。 

① 新株予約権の数 

当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新

株予約権の数と同一の数とする。 

② 新株予約権の目的である株式の種類 

承継会社等の普通株式とする。 

③ 新株予約権の目的である株式の数 

承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該

組織再編等の条件等を勘案のうえ、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、

下記(ⅰ)又は(ⅱ)に従う。なお、転換価額は上記(４)(ハ)と同様の調整に服する。 

(ⅰ) 一定の合併、株式交換又は株式移転の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前

に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織

再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発

生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換

価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はそ

の他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株

式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領さ

せる。 

(ⅱ) 上記以外の組織再編等の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約

権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、

当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに

受領できるように、転換価額を定める。 

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額 

承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、

当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。 

⑤ 新株予約権を行使することができる期間 

当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14日後以内の日)から、上記(６)に定め

る本新株予約権の行使期間の満了日までとする。 

⑥ その他の新株予約権の行使の条件 

承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。 

⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 

承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の

額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5

を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額
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とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減

じた額とする。 

⑧ 組織再編等が生じた場合 

承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り

扱いを行う。 

⑨ その他 

承継会社等の新株予約権の行使により生じる１株未満の端数は切り捨て、現金による

調整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。 

(ハ)当社は、上記(イ)の定めに従い本社債及び本新株予約権付社債にかかる信託証書に基づく

当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定

める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。 

(９)新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする理由 

本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離

譲渡はできず、かつ本新株予約権の行使に際して当該本新株予約権に係る本社債が出資され、

本社債と本新株予約権が相互に密接に関係することを考慮し、また、本新株予約権の価値と

本社債の利率、払込金額等のその他の発行条件により当社が得られる経済的価値とを勘案し

て、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする。 

７．社債に関する事項 

(１)社債の総額 

365億8,000万円及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額の合計額 

(２)社債の利率 

本社債には利息は付さない。 

(３)満期償還 

2023年９月20日(償還期限)に本社債の額面金額の100％で償還する。 

(４)本社債の繰上償還 

(イ)クリーンアップ条項による繰上償還 
本(イ)の繰上償還の通知を行う前のいずれかの時点において、残存する本社債(以下「残存

本社債」という。)の額面金額合計額が発行時の本社債の額面総額の10％を下回った場合、当

社は、その選択により、本新株予約権付社債権者に対して、30日以上60日以内の事前の通知(か

かる通知は取り消すことができない。)をしたうえで、残存本社債の全部(一部は不可)をその

額面金額の100％の価額で繰上償還することができる。 

(ロ)130％コールオプション条項による繰上償還 
株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)

が、20連続取引日(以下に定義する。)にわたり当該各取引日に適用のある上記６(４)(ロ)記

載の転換価額の130％以上であった場合、当社は、その選択により、当該20連続取引日の末日
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から30日以内に受託会社及び主支払・新株予約権行使請求受付代理人並びに本新株予約権付社

債権者に対して、30日以上60日以内の事前の通知(かかる通知は取り消すことができない。)

をしたうえで、2021年９月21日以降、残存本社債の全部(一部は不可)をその額面金額の100％

の価額で繰上償還することができる。 

「取引日」とは、株式会社東京証券取引所における取引日をいい、終値が発表されない日

を含まない。 

(ハ)税制変更による繰上償還 
日本国の税制の変更等により、当社が本新株予約権付社債の要項に定める追加額の支払義

務を負う旨及び当社が合理的な措置を講じてもかかる追加額の支払義務を回避することがで

きない旨を受託会社に了解させた場合、当社はその選択により、いつでも、本新株予約権付社

債権者に対して30日以上60日以内の事前の通知(かかる通知は取り消すことができない。)をし

たうえで、残存本社債の全部(一部は不可)をその額面金額の100％の価額で繰上償還すること

ができる。但し、当社が当該追加額の支払義務を負うこととなる最初の日の90日前の日より前

にかかる繰上償還の通知をしてはならない。 

上記にかかわらず、かかる通知がなされた時点において、残存本社債の額面金額合計額が

発行時の本社債の額面総額の10％以上である場合、各本新株予約権付社債権者は、当社に対し

て当該償還日の20日前までに通知することにより、当該本新株予約権付社債権者の保有する本

社債については繰上償還を受けないことを選択する権利を有する。この場合、当社は当該償還

日後の当該本社債に関する支払につき本新株予約権付社債の要項に定める追加額の支払義務

を負わず、当該償還日後の当該本社債に関する支払は本新株予約権付社債の要項に定める公租

公課を源泉徴収又は控除したうえでなされる。 

(ニ)組織再編等による繰上償還 
組織再編等(以下に定義する。)が生じたが、(a)上記６(８)(イ)記載の措置を講ずることが

できない場合、又は(b)承継会社等が、当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を

問わず、日本の上場会社であることを当社は予想していない旨の証明書を当社が受託会社に対

して交付した場合、当社は、本新株予約権付社債権者に対して、東京における14営業日以上前

に通知(かかる通知は取り消すことができない。)したうえで、当該通知において指定した償還

日(かかる償還日は、原則として、当該組織再編等の効力発生日までの日とする。)に、残存本

社債の全部(一部は不可)を、本社債１券面当たり、(ⅰ)各本新株予約権付社債の募集価格から

各本社債の額面金額を差し引いた額に、(ⅱ)上記償還日(同日を含む。)から満期日(同日を含

まない。)の日数を払込期日(同日を含む。)から満期日(同日を含まない。)までの日数で除し

た数を乗じ、これに各本社債の額面金額を加えた額で繰上償還するものとする。 

「組織再編等」とは、当社の株主総会(株主総会決議が不要な場合は、取締役会)において

(ⅰ)当社と他の会社の合併(新設合併及び吸収合併を含むが、当社が存続会社である場合を除

く。以下同じ。)、(ⅱ)資産譲渡(当社の資産の全部若しくは実質上全部の他の会社への売却若
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しくは移転で、その条件に従って本新株予約権付社債に基づく当社の義務が相手先に移転若し

くは承継される場合に限る。)、(ⅲ)会社分割(新設分割及び吸収分割を含むが、本新株予約権

付社債に基づく当社の義務が分割先の会社に移転若しくは承継される場合に限る。)、(ⅳ)株

式交換若しくは株式移転(当社が他の会社の完全子会社となる場合に限る。以下同じ。)又は

(ⅴ)その他の日本法上の会社再編手続で、これにより本社債及び/又は本新株予約権に基づく

当社の義務が他の会社に引き受けられることとなるものの承認決議が採択されることをいう。 

(ホ)上場廃止等による繰上償還 
(ⅰ)金融商品取引法に従って、当社以外の者(以下「公開買付者」という。)により当社普通

株式の公開買付けが行われ、(ⅱ)当社が、金融商品取引法に従って、当該公開買付けに賛同す

る意見を表明し、(ⅲ)当社又は公開買付者が、当該公開買付けによる当社普通株式の取得の結

果当社普通株式の上場が廃止される可能性があることを公開買付届出書又はその訂正届出書

等(以下「公開買付届出書等」という。)で公表又は容認し(但し、当社又は公開買付者が、当

該取得後も当社が日本の上場会社であり続けるよう最善の努力をする旨を公表した場合を除

く｡)、かつ、(ⅳ)公開買付者が当該公開買付けにより当社普通株式を取得した場合、当社は、

実務上可能な限り速やかに(但し、当該公開買付けによる当社普通株式の取得日から14日以内

に)本新株予約権付社債権者に対して通知(かかる通知は取り消すことができない。)したうえ

で、当該通知において指定した償還日(かかる償還日は、当該通知の日から東京における14営

業日目以降30営業日目までのいずれかの日とする｡)に、残存本社債の全部(一部は不可)を、本

社債１券面当たり、(a)各本新株予約権付社債の募集価格から各本社債の額面金額を差し引い

た額に、(b)上記償還日(同日を含む。)から満期日(同日を含まない。)の日数を払込期日(同日

を含む。)から満期日(同日を含まない。)までの日数で除した数を乗じ、これに各本社債の額

面金額を加えた額で繰上償還するものとする。 

上記にかかわらず、当社又は公開買付者が、当該公開買付けによる当社普通株式の取得日

の後に組織再編等を行う予定である旨又はスクイーズアウト事由(下記(へ)に定義する。)を

生じさせる予定である旨を公開買付届出書等で公表した場合、本(ホ)記載の当社の償還義務は

適用されない。但し、かかる組織再編等又はスクイーズアウト事由が当該取得日から60日以内

に生じなかった場合、当社は、実務上可能な限り速やかに(但し、当該60日間の最終日から14

日以内に)本新株予約権付社債権者に対して通知(かかる通知は取り消すことができない。)し

たうえで、当該通知において指定した償還日(かかる償還日は、当該通知の日から東京におけ

る14営業日目以降30営業日目までのいずれかの日とする｡)に、残存本社債の全部(一部は不可)

を、本社債１券面当たり、(a)各本新株予約権付社債の募集価格から各本社債の額面金額を差

し引いた額に、(b)上記償還日(同日を含む。)から満期日(同日を含まない。)の日数を払込期

日(同日を含む。)から満期日(同日を含まない。)までの日数で除した数を乗じ、これに各本社

債の額面金額を加えた額で繰上償還するものとする。 
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(ヘ)スクイーズアウトによる繰上償還 
当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当社普通株式の全てを対

価をもって取得する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合、当社の特別支配株主による当

社の他の株主に対する株式売渡請求を承認する旨の当社の取締役会決議がなされた場合又は

当社普通株式の上場が廃止されることが想定される株式の併合を承認する旨の当社の株主総

会の決議がなされた場合(以下「スクイーズアウト事由」という。)、当社は、本新株予約権付

社債権者に対して、実務上可能な限り速やかに(但し、当該スクイーズアウト事由の発生日か

ら14日以内に)通知したうえで、当該通知において指定した償還日(かかる償還日は、当該スク

イーズアウト事由に係る効力発生日より前で、当該通知の日から東京における14営業日目以降

30営業日目までのいずれかの日とする｡但し、当該効力発生日が当該通知の日から東京におけ

る14営業日目の日よりも前の日となる場合には、かかる償還日は当該効力発生日よりも前の日

に繰り上げられる。)に、残存本社債の全部(一部は不可)を、本社債１券面当たり、(a)各本新

株予約権付社債の募集価格から各本社債の額面金額を差し引いた額に、(b)上記償還日(同日を

含む。)から満期日(同日を含まない。)の日数を払込期日(同日を含む。)から満期日(同日を含

まない。)までの日数で除した数を乗じ、これに各本社債の額面金額を加えた額で繰上償還す

るものとする。 

(ト)当社が上記(イ)乃至(ヘ)のいずれかに基づく繰上償還の通知を行った場合、以後他の事由

に基づく繰上償還の通知を行うことはできない(但し、上記(ハ)において繰上償還を受けな

いことが選択された本社債を除く。)。 
また、当社が上記(ニ)若しくは(ヘ)に基づき繰上償還の通知を行う義務が発生した場合又

は上記(ホ)(ⅰ)乃至(ⅳ)に規定される事由が発生した場合には、以後上記(イ)乃至(ハ)に

基づく繰上償還の通知を行うことはできない。 

また、当社が上記(ホ)記載の償還義務及び上記(ニ)又は(ヘ)記載の償還義務の両方を負う

こととなる場合、上記(ニ)又は(ヘ)の手続が適用されるものとする。 
(５)買入消却 

当社は、公開市場を通じ又はその他の方法により随時本新株予約権付社債を買い入れ、こ

れを保有若しくは転売し、又は当該本新株予約権付社債に係る本社債を消却することができ

る。また、当社の子会社は、公開市場を通じ又はその他の方法により随時本新株予約権付社

債を買い入れ、これを保有若しくは転売し、又は当該本新株予約権付社債に係る本社債の消

却のため当社に交付することができる。 

(６)期限の利益の喪失 

信託証書又は本社債の規定の不履行又は不遵守その他本新株予約権付社債の要項に定める

一定の事由が生じた場合、受託会社が本新株予約権付社債の要項に定めるところにより当社

に対し本社債の期限の利益喪失の通知を行ったときには、当社は、本社債につき期限の利益

を失い、残存本社債の全部をその額面金額に経過利息(もしあれば)を付して直ちに償還しな
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ければならない。 

(７)本新株予約権付社債の券面 

本新株予約権付社債については、記名式の新株予約権付社債券(以下「本新株予約権付社債券」

という｡)を発行するものとする。 

(８)無記名式新株予約権付社債券への転換請求の制限 

本新株予約権付社債券を無記名式とすることを請求することはできない。 

(９)本新株予約権付社債に係る支払・新株予約権行使請求受付代理人  

Mizuho Trust & Banking(Luxembourg) S.A. (主支払・新株予約権行使請求受付代理人) 

(１０)本新株予約権付社債に係る名簿管理人 

Mizuho Trust & Banking(Luxembourg) S.A. 

(１１)社債の担保又は保証 

本社債は、担保又は保証を付さないで発行される。 

(１２)財務上の特約 

担保設定制限が付与される。 

８．上場取引所 

本新株予約権付社債をシンガポール証券取引所に上場する。 

９．その他 

当社普通株式に関する安定操作取引は行わない。 

並行第三者割当による本新株予約権付社債の発行が中止となる場合には本新株予約権付社債の

発行も中止する。 
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Ⅱ．海外一般募集による 2025年満期新株予約権付社債の発行 

１．社債の名称 

LINE株式会社2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(以下Ⅱ．において「本新株予約

権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。) 

２．社債の払込金額 

本社債の額面金額の100.0％ (各本社債の額面金額 10,000,000円) 

３．新株予約権と引換えに払い込む金銭 

本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする。 

４．社債の払込期日及び発行日 

2018年９月20日 (ロンドン時間、以下別段の表示のない限り同じ。) 

５．募集に関する事項 

(１)募集方法 

Morgan Stanley & Co. International plc、Nomura International plc、J.P. Morgan 

Securities plc、Goldman Sachs International及びMizuho International plcを共同ブック

ランナー兼共同主幹事引受会社とする幹事引受会社(以下「幹事引受会社」という｡)の総額個別

買取引受けによる欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国を除く｡)における募集。但

し、買付けの申込みは引受契約書の締結日の翌日午前８時(日本時間)までに行われるものとす

る。 

(２)本新株予約権付社債の募集価格(発行価格) 

本社債の額面金額の102.5％ 

６．新株予約権に関する事項 

(１)新株予約権の目的である株式の種類、内容及び数 

本新株予約権の目的である株式の種類及び内容は当社普通株式(単元株式数100株)とし、

その行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総

額を下記(４)記載の転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる１株未満の端数は

切り捨て、現金による調整は行わない。また、本新株予約権の行使により単元未満株式が発

生する場合は、当該単元未満株式は単元株式を構成する株式と同様の方法で本新株予約権付

社債の保有者(以下「本新株予約権付社債権者」という。)に交付され、当社は当該単元未満

株式に関して現金による精算を行わない。 

(２)発行する新株予約権の総数 

3,658個及び代替新株予約権付社債券(本新株予約権付社債券(下記７(８)に定義する。)の

紛失、盗難又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得て発行する新株予約権付社債券をいう。

以下同じ。)に係る本社債の額面金額合計額を10,000,000円で除した個数の合計数 
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(３)新株予約権の割当日 

2018年９月20日 

(４)新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額 

(イ)各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、

当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。 

(ロ)転換価額は、当初、当社の代表取締役が、当社取締役会の授権に基づき、投資家の需要状況

及びその他の市場動向を勘案して決定する。但し、当初転換価額は、本新株予約権付社債に

関して当社と上記５(１)記載の幹事引受会社との間で締結される引受契約書の締結日におけ

る株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値(下記７(４)(ロ)に定義する。)に1.0

を乗じた額を下回ってはならない。 

(ハ)転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で

当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合、下記の算式により

調整される。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が

保有するものを除く｡)の総数をいう。 

 

調整後転換価額＝調整前転換価額× 

 

既発行株式数＋ 

発行又は 

処分株式数 
× １株当たりの払込金額 

時 価 

既発行株式数＋発行又は処分株式数 

 

また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、一定の剰余金の配当、当社普通株式の時価

を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付

されるものを含む｡)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整され

る。 

(５)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 

本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算

規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、

計算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準

備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 

(６)新株予約権を行使することができる期間 

2018年10月４日から2025年９月５日まで(行使請求受付場所現地時間)とする。但し、①下

記７(４)記載の繰上償還の場合は、償還日の東京における３営業日前の日まで(但し、下記７

(４)(ハ)において繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、

②下記７(５)記載の本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また

③下記７(６)記載の本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。
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上記いずれの場合も、2025年９月５日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を

行使することはできない。 

上記にかかわらず、当社の組織再編等(下記７(４)(ニ)に定義する。)を行うために必要で

あると当社が合理的に判断した場合、組織再編等の効力発生日の翌日から起算して14日以内

に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。 

上記にかかわらず、本新株予約権の行使の効力が発生する日本における暦日(又は当該暦

日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又

は社債、株式等の振替に関する法律第151条第１項に関連して株主を確定するために定めら

れたその他の日(以下、当社の定める基準日と併せて「株主確定日」と総称する。)の東京に

おける２営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京に

おける３営業日前の日)(同日を含む。)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京にお

ける営業日でない場合、その東京における翌営業日)(同日を含む。)までの期間に当たる場合、

本新株予約権を行使することはできない。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく

振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する日本法、規制又は慣行が変更

された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当

該変更を反映するために修正することができる。 

(７)その他の新株予約権の行使の条件 

各本新株予約権の一部行使はできない。 

(８)当社が組織再編等を行う場合の承継会社等による新株予約権の交付 

(イ)組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権

付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、

本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。

但し、かかる承継及び交付については、(ⅰ)その時点で適用のある法律上実行可能であ

り、(ⅱ)そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(ⅲ)当社

又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費

用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とす

る。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本

の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。本(イ)に記載の当社の努力義務は、

当社が本新株予約権付社債の受託会社(以下「受託会社」という。)に対して下記７

(４)(ニ)(b)記載の証明書を交付する場合、適用されない。 

「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は

本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。 
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(ロ)上記(イ)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとす

る。 

① 新株予約権の数 

当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新

株予約権の数と同一の数とする。 

② 新株予約権の目的である株式の種類 

承継会社等の普通株式とする。 

③ 新株予約権の目的である株式の数 

承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該

組織再編等の条件等を勘案のうえ、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、

下記(ⅰ)又は(ⅱ)に従う。なお、転換価額は上記(４)(ハ)と同様の調整に服する。 

(ⅰ) 一定の合併、株式交換又は株式移転の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前

に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織

再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発

生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換

価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はそ

の他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株

式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領さ

せる。 

(ⅱ) 上記以外の組織再編等の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約

権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、

当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに

受領できるように、転換価額を定める。 

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額 

承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、

当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。 

⑤ 新株予約権を行使することができる期間 

当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14日後以内の日)から、上記(６)に定め

る本新株予約権の行使期間の満了日までとする。 

⑥ その他の新株予約権の行使の条件 

承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。 

⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 

承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の

額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5

を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額
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とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減

じた額とする。 

⑧ 組織再編等が生じた場合 

承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り

扱いを行う。 

⑨ その他 

承継会社等の新株予約権の行使により生じる１株未満の端数は切り捨て、現金による

調整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。 

(ハ)当社は、上記(イ)の定めに従い本社債及び本新株予約権付社債にかかる信託証書に基づく

当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定

める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。 

(９)新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする理由 

本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離

譲渡はできず、かつ本新株予約権の行使に際して当該本新株予約権に係る本社債が出資され、

本社債と本新株予約権が相互に密接に関係することを考慮し、また、本新株予約権の価値と

本社債の利率、払込金額等のその他の発行条件により当社が得られる経済的価値とを勘案し

て、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする。 

７．社債に関する事項 

(１)社債の総額 

365億8,000万円及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額の合計額 

(２)社債の利率 

本社債には利息は付さない。 

(３)満期償還 

2025年９月19日(償還期限)に本社債の額面金額の100％で償還する。 

(４)本社債の繰上償還 

(イ)クリーンアップ条項による繰上償還 
本(イ)の繰上償還の通知を行う前のいずれかの時点において、残存する本社債(以下「残存

本社債」という。)の額面金額合計額が発行時の本社債の額面総額の10％を下回った場合、当

社は、その選択により、本新株予約権付社債権者に対して、30日以上60日以内の事前の通知(か

かる通知は取り消すことができない。)をしたうえで、残存本社債の全部(一部は不可)をその

額面金額の100％の価額で繰上償還することができる。 

(ロ)130％コールオプション条項による繰上償還 
株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)

が、20連続取引日(以下に定義する。)にわたり当該各取引日に適用のある上記６(４)(ロ)記

載の転換価額の130％以上であった場合、当社は、その選択により、当該20連続取引日の末日
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から30日以内に受託会社及び主支払・新株予約権行使請求受付代理人並びに本新株予約権付社

債権者に対して、30日以上60日以内の事前の通知(かかる通知は取り消すことができない。)

をしたうえで、2023年９月20日以降、残存本社債の全部(一部は不可)をその額面金額の100％

の価額で繰上償還することができる。 

「取引日」とは、株式会社東京証券取引所における取引日をいい、終値が発表されない日

を含まない。 

(ハ)税制変更による繰上償還 
日本国の税制の変更等により、当社が本新株予約権付社債の要項に定める追加額の支払義

務を負う旨及び当社が合理的な措置を講じてもかかる追加額の支払義務を回避することがで

きない旨を受託会社に了解させた場合、当社はその選択により、いつでも、本新株予約権付社

債権者に対して30日以上60日以内の事前の通知(かかる通知は取り消すことができない。)をし

たうえで、残存本社債の全部(一部は不可)をその額面金額の100％の価額で繰上償還すること

ができる。但し、当社が当該追加額の支払義務を負うこととなる最初の日の90日前の日より前

にかかる繰上償還の通知をしてはならない。 

上記にかかわらず、かかる通知がなされた時点において、残存本社債の額面金額合計額が

発行時の本社債の額面総額の10％以上である場合、各本新株予約権付社債権者は、当社に対し

て当該償還日の20日前までに通知することにより、当該本新株予約権付社債権者の保有する本

社債については繰上償還を受けないことを選択する権利を有する。この場合、当社は当該償還

日後の当該本社債に関する支払につき本新株予約権付社債の要項に定める追加額の支払義務

を負わず、当該償還日後の当該本社債に関する支払は本新株予約権付社債の要項に定める公租

公課を源泉徴収又は控除したうえでなされる。 

(ニ)組織再編等による繰上償還 
組織再編等(以下に定義する。)が生じたが、(a)上記６(８)(イ)記載の措置を講ずることが

できない場合、又は(b)承継会社等が、当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を

問わず、日本の上場会社であることを当社は予想していない旨の証明書を当社が受託会社に対

して交付した場合、当社は、本新株予約権付社債権者に対して、東京における14営業日以上前

に通知(かかる通知は取り消すことができない。)したうえで、当該通知において指定した償還

日(かかる償還日は、原則として、当該組織再編等の効力発生日までの日とする。)に、残存本

社債の全部(一部は不可)を、本社債１券面当たり、(ⅰ)各本新株予約権付社債の募集価格から

各本社債の額面金額を差し引いた額に、(ⅱ)上記償還日(同日を含む。)から満期日(同日を含

まない。)の日数を払込期日(同日を含む。)から満期日(同日を含まない。)までの日数で除し

た数を乗じ、これに各本社債の額面金額を加えた額で繰上償還するものとする。 

「組織再編等」とは、当社の株主総会(株主総会決議が不要な場合は、取締役会)において

(ⅰ)当社と他の会社の合併(新設合併及び吸収合併を含むが、当社が存続会社である場合を除

く。以下同じ。)、(ⅱ)資産譲渡(当社の資産の全部若しくは実質上全部の他の会社への売却若
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しくは移転で、その条件に従って本新株予約権付社債に基づく当社の義務が相手先に移転若し

くは承継される場合に限る。)、(ⅲ)会社分割(新設分割及び吸収分割を含むが、本新株予約権

付社債に基づく当社の義務が分割先の会社に移転若しくは承継される場合に限る。)、(ⅳ)株

式交換若しくは株式移転(当社が他の会社の完全子会社となる場合に限る。以下同じ。)又は

(ⅴ)その他の日本法上の会社再編手続で、これにより本社債及び/又は本新株予約権に基づく

当社の義務が他の会社に引き受けられることとなるものの承認決議が採択されることをいう。 

(ホ)上場廃止等による繰上償還 
(ⅰ)金融商品取引法に従って、当社以外の者(以下「公開買付者」という。)により当社普通

株式の公開買付けが行われ、(ⅱ)当社が、金融商品取引法に従って、当該公開買付けに賛同す

る意見を表明し、(ⅲ)当社又は公開買付者が、当該公開買付けによる当社普通株式の取得の結

果当社普通株式の上場が廃止される可能性があることを公開買付届出書又はその訂正届出書

等(以下「公開買付届出書等」という。)で公表又は容認し(但し、当社又は公開買付者が、当

該取得後も当社が日本の上場会社であり続けるよう最善の努力をする旨を公表した場合を除

く｡)、かつ、(ⅳ)公開買付者が当該公開買付けにより当社普通株式を取得した場合、当社は、

実務上可能な限り速やかに(但し、当該公開買付けによる当社普通株式の取得日から14日以内

に)本新株予約権付社債権者に対して通知(かかる通知は取り消すことができない。)したうえ

で、当該通知において指定した償還日(かかる償還日は、当該通知の日から東京における14営

業日目以降30営業日目までのいずれかの日とする｡)に、残存本社債の全部(一部は不可)を、本

社債１券面当たり、(a)各本新株予約権付社債の募集価格から各本社債の額面金額を差し引い

た額に、(b)上記償還日(同日を含む。)から満期日(同日を含まない。)の日数を払込期日(同日

を含む。)から満期日(同日を含まない。)までの日数で除した数を乗じ、これに各本社債の額

面金額を加えた額で繰上償還するものとする。 

上記にかかわらず、当社又は公開買付者が、当該公開買付けによる当社普通株式の取得日

の後に組織再編等を行う予定である旨又はスクイーズアウト事由(下記(へ)に定義する。)を

生じさせる予定である旨を公開買付届出書等で公表した場合、本(ホ)記載の当社の償還義務は

適用されない。但し、かかる組織再編等又はスクイーズアウト事由が当該取得日から60日以内

に生じなかった場合、当社は、実務上可能な限り速やかに(但し、当該60日間の最終日から14

日以内に)本新株予約権付社債権者に対して通知(かかる通知は取り消すことができない。)し

たうえで、当該通知において指定した償還日(かかる償還日は、当該通知の日から東京におけ

る14営業日目以降30営業日目までのいずれかの日とする｡)に、残存本社債の全部(一部は不可)

を、本社債１券面当たり、(a)各本新株予約権付社債の募集価格から各本社債の額面金額を差

し引いた額に、(b)上記償還日(同日を含む。)から満期日(同日を含まない。)の日数を払込期

日(同日を含む。)から満期日(同日を含まない。)までの日数で除した数を乗じ、これに各本社

債の額面金額を加えた額で繰上償還するものとする。 

(ヘ)スクイーズアウトによる繰上償還 



 

本書は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成さ
れたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。 
また、本書は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国 1933年証券法に基づいて同社債
の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国において証
券の募集又は販売が行われる場合には、米国 1933年証券法に基づいて作成され、発行会社から入手可能な、発行会社及びその経営陣
に関する詳細な情報及び財務諸表を含む英文目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における同社債の募集又は販売は
行われず、同社債の登録も行われません。  

 
20 

当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当社普通株式の全てを対

価をもって取得する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合、当社の特別支配株主による当

社の他の株主に対する株式売渡請求を承認する旨の当社の取締役会決議がなされた場合又は

当社普通株式の上場が廃止されることが想定される株式の併合を承認する旨の当社の株主総

会の決議がなされた場合(以下「スクイーズアウト事由」という。)、当社は、本新株予約権付

社債権者に対して、実務上可能な限り速やかに(但し、当該スクイーズアウト事由の発生日か

ら14日以内に)通知したうえで、当該通知において指定した償還日(かかる償還日は、当該スク

イーズアウト事由に係る効力発生日より前で、当該通知の日から東京における14営業日目以降

30営業日目までのいずれかの日とする｡但し、当該効力発生日が当該通知の日から東京におけ

る14営業日目の日よりも前の日となる場合には、かかる償還日は当該効力発生日よりも前の日

に繰り上げられる。)に、残存本社債の全部(一部は不可)を、本社債１券面当たり、(a)各本新

株予約権付社債の募集価格から各本社債の額面金額を差し引いた額に、(b)上記償還日(同日を

含む。)から満期日(同日を含まない。)の日数を払込期日(同日を含む。)から満期日(同日を含

まない。)までの日数で除した数を乗じ、これに各本社債の額面金額を加えた額で繰上償還す

るものとする。 

(ト)当社が上記(イ)乃至(ヘ)のいずれかに基づく繰上償還の通知を行った場合、以後他の事由

に基づく繰上償還の通知を行うことはできない(但し、上記(ハ)において繰上償還を受けな

いことが選択された本社債を除く。)。 
また、当社が上記(ニ)若しくは(ヘ)に基づき繰上償還の通知を行う義務が発生した場合又

は上記(ホ)(ⅰ)乃至(ⅳ)に規定される事由が発生した場合には、以後上記(イ)乃至(ハ)に

基づく繰上償還の通知を行うことはできない。 

また、当社が上記(ホ)記載の償還義務及び上記(ニ)又は(ヘ)記載の償還義務の両方を負う

こととなる場合、上記(ニ)又は(ヘ)の手続が適用されるものとする。 
(５)買入消却 

当社は、公開市場を通じ又はその他の方法により随時本新株予約権付社債を買い入れ、こ

れを保有若しくは転売し、又は当該本新株予約権付社債に係る本社債を消却することができ

る。また、当社の子会社は、公開市場を通じ又はその他の方法により随時本新株予約権付社

債を買い入れ、これを保有若しくは転売し、又は当該本新株予約権付社債に係る本社債の消

却のため当社に交付することができる。 

(６)期限の利益の喪失 

信託証書又は本社債の規定の不履行又は不遵守その他本新株予約権付社債の要項に定める

一定の事由が生じた場合、受託会社が本新株予約権付社債の要項に定めるところにより当社

に対し本社債の期限の利益喪失の通知を行ったときには、当社は、本社債につき期限の利益

を失い、残存本社債の全部をその額面金額に経過利息(もしあれば)を付して直ちに償還しな

ければならない。 
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(７)本新株予約権付社債の券面 

本新株予約権付社債については、記名式の新株予約権付社債券(以下「本新株予約権付社債券」

という｡)を発行するものとする。 

(８)無記名式新株予約権付社債券への転換請求の制限 

本新株予約権付社債券を無記名式とすることを請求することはできない。 

(９)本新株予約権付社債に係る支払・新株予約権行使請求受付代理人  

Mizuho Trust & Banking(Luxembourg) S.A. (主支払・新株予約権行使請求受付代理人) 

(１０)本新株予約権付社債に係る名簿管理人 

Mizuho Trust & Banking(Luxembourg) S.A. 

(１１)社債の担保又は保証 

本社債は、担保又は保証を付さないで発行される。 

(１２)財務上の特約 

担保設定制限が付与される。 

８．上場取引所 

本新株予約権付社債をシンガポール証券取引所に上場する。 

９．その他 

当社普通株式に関する安定操作取引は行わない。 

並行第三者割当による本新株予約権付社債の発行が中止となる場合には本新株予約権付社債の

発行も中止する。 
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Ⅲ．第三者割当による 2023年満期新株予約権付社債の発行 

１．社債の名称 

LINE株式会社2023年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(以下Ⅲ．において「本新株予約

権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。) 

２．社債の払込金額 

本社債の額面金額の102.5％ (各本社債の額面金額 10,000,000円) 

３．新株予約権と引換えに払い込む金銭 

本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする。 

４．社債の払込期日及び発行日 

2018年９月20日 (ロンドン時間、以下別段の表示のない限り同じ。) 

５．募集に関する事項 

(１)募集方法 

NAVER Corporationに対する第三者割当 

(２)本新株予約権付社債の募集価格(発行価格) 

本社債の額面金額の102.5％ 

６．新株予約権に関する事項 

(１)新株予約権の目的である株式の種類、内容及び数 

本新株予約権の目的である株式の種類及び内容は当社普通株式(単元株式数100株)とし、

その行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総

額を下記(４)記載の転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる１株未満の端数は

切り捨て、現金による調整は行わない。また、本新株予約権の行使により単元未満株式が発

生する場合は、当該単元未満株式は単元株式を構成する株式と同様の方法で本新株予約権付

社債の保有者(以下「本新株予約権付社債権者」という。)に交付され、当社は当該単元未満

株式に関して現金による精算を行わない。 

(２)発行する新株予約権の総数 

3,658個及び代替新株予約権付社債券(本新株予約権付社債券(下記７(８)に定義する。)の

紛失、盗難又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得て発行する新株予約権付社債券をいう。

以下同じ。)に係る本社債の額面金額合計額を10,000,000円で除した個数の合計数 

(３)新株予約権の割当日 

2018年９月20日 

(４)新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額 

(イ)各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、

当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。 

(ロ)転換価額は、当初、海外一般募集による2023年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債

において決定される転換価額と同一の金額とする。 
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(ハ)転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で

当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合、下記の算式により

調整される。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が

保有するものを除く｡)の総数をいう。 

 

調整後転換価額＝調整前転換価額× 

 

既発行株式数＋ 

発行又は 

処分株式数 
× １株当たりの払込金額 

時 価 

既発行株式数＋発行又は処分株式数 

 

また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、一定の剰余金の配当、当社普通株式の時価

を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付

されるものを含む｡)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整され

る。 

(５)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 

本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算

規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、

計算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準

備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 

(６)新株予約権を行使することができる期間 

2018年10月４日から2023年９月６日まで(行使請求受付場所現地時間)とする。但し、①下

記７(４)記載の繰上償還の場合は、償還日の東京における３営業日前の日まで(但し、下記７

(４)(ハ)において繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、

②下記７(５)記載の本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また

③下記７(６)記載の本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。

上記いずれの場合も、2023年９月６日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を

行使することはできない。 

上記にかかわらず、当社の組織再編等(下記７(４)(ニ)に定義する。)を行うために必要で

あると当社が合理的に判断した場合、組織再編等の効力発生日の翌日から起算して14日以内

に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。 

上記にかかわらず、本新株予約権の行使の効力が発生する日本における暦日(又は当該暦

日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又

は社債、株式等の振替に関する法律第151条第１項に関連して株主を確定するために定めら

れたその他の日(以下、当社の定める基準日と併せて「株主確定日」と総称する。)の東京に

おける２営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京に
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おける３営業日前の日)(同日を含む。)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京にお

ける営業日でない場合、その東京における翌営業日)(同日を含む。)までの期間に当たる場合、

本新株予約権を行使することはできない。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく

振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する日本法、規制又は慣行が変更

された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当

該変更を反映するために修正することができる。 

(７)その他の新株予約権の行使の条件 

各本新株予約権の一部行使はできない。 

(８)当社が組織再編等を行う場合の承継会社等による新株予約権の交付 

(イ)組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権

付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、

本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。

但し、かかる承継及び交付については、(ⅰ)その時点で適用のある法律上実行可能であ

り、(ⅱ)そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(ⅲ)当社

又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費

用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とす

る。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本

の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。本(イ)に記載の当社の努力義務は、

当社が本新株予約権付社債の受託会社(以下「受託会社」という。)に対して下記７

(４)(ニ)(b)記載の証明書を交付する場合、適用されない。 

「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は

本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。 

(ロ)上記(イ)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとす

る。 

① 新株予約権の数 

当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新

株予約権の数と同一の数とする。 

② 新株予約権の目的である株式の種類 

承継会社等の普通株式とする。 

③ 新株予約権の目的である株式の数 

承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該

組織再編等の条件等を勘案のうえ、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、

下記(ⅰ)又は(ⅱ)に従う。なお、転換価額は上記(４)(ハ)と同様の調整に服する。 

(ⅰ) 一定の合併、株式交換又は株式移転の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前

に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織
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再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発

生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換

価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はそ

の他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株

式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領さ

せる。 

(ⅱ) 上記以外の組織再編等の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約

権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、

当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに

受領できるように、転換価額を定める。 

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額 

承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、

当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。 

⑤ 新株予約権を行使することができる期間 

当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14日後以内の日)から、上記(６)に定め

る本新株予約権の行使期間の満了日までとする。 

⑥ その他の新株予約権の行使の条件 

承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。 

⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 

承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の

額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5

を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額

とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減

じた額とする。 

⑧ 組織再編等が生じた場合 

承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り

扱いを行う。 

⑨ その他 

承継会社等の新株予約権の行使により生じる１株未満の端数は切り捨て、現金による

調整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。 

(ハ)当社は、上記(イ)の定めに従い本社債及び本新株予約権付社債にかかる信託証書に基づく

当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定

める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。 

(９)新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする理由 

本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離
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譲渡はできず、かつ本新株予約権の行使に際して当該本新株予約権に係る本社債が出資され、

本社債と本新株予約権が相互に密接に関係することを考慮し、また、本新株予約権の価値と

本社債の利率、払込金額等のその他の発行条件により当社が得られる経済的価値とを勘案し

て、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする。 

７．社債に関する事項 

(１)社債の総額 

365億8,000万円及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額の合計額 

(２)社債の利率 

本社債には利息は付さない。 

(３)満期償還 

2023年９月20日(償還期限)に本社債の額面金額の100％で償還する。 

(４)本社債の繰上償還 

(イ)クリーンアップ条項による繰上償還 
本(イ)の繰上償還の通知を行う前のいずれかの時点において、残存する本社債(以下「残存

本社債」という。)の額面金額合計額が発行時の本社債の額面総額の10％を下回った場合、当

社は、その選択により、本新株予約権付社債権者に対して、30日以上60日以内の事前の通知(か

かる通知は取り消すことができない。)をしたうえで、残存本社債の全部(一部は不可)をその

額面金額の100％の価額で繰上償還することができる。 

(ロ)130％コールオプション条項による繰上償還 
株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)

が、20連続取引日(以下に定義する。)にわたり当該各取引日に適用のある上記６(４)(ロ)記

載の転換価額の130％以上であった場合、当社は、その選択により、当該20連続取引日の末日

から30日以内に受託会社及び主支払・新株予約権行使請求受付代理人並びに本新株予約権付社

債権者に対して、30日以上60日以内の事前の通知(かかる通知は取り消すことができない。)

をしたうえで、2021年９月21日以降、残存本社債の全部(一部は不可)をその額面金額の100％

の価額で繰上償還することができる。 

「取引日」とは、株式会社東京証券取引所における取引日をいい、終値が発表されない日

を含まない。 

(ハ)税制変更による繰上償還 
日本国の税制の変更等により、当社が本新株予約権付社債の要項に定める追加額の支払義

務を負う旨及び当社が合理的な措置を講じてもかかる追加額の支払義務を回避することがで

きない旨を受託会社に了解させた場合、当社はその選択により、いつでも、本新株予約権付社

債権者に対して30日以上60日以内の事前の通知(かかる通知は取り消すことができない。)をし

たうえで、残存本社債の全部(一部は不可)をその額面金額の100％の価額で繰上償還すること

ができる。但し、当社が当該追加額の支払義務を負うこととなる最初の日の90日前の日より前
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にかかる繰上償還の通知をしてはならない。 

上記にかかわらず、かかる通知がなされた時点において、残存本社債の額面金額合計額が

発行時の本社債の額面総額の10％以上である場合、各本新株予約権付社債権者は、当社に対し

て当該償還日の20日前までに通知することにより、当該本新株予約権付社債権者の保有する本

社債については繰上償還を受けないことを選択する権利を有する。この場合、当社は当該償還

日後の当該本社債に関する支払につき本新株予約権付社債の要項に定める追加額の支払義務

を負わず、当該償還日後の当該本社債に関する支払は本新株予約権付社債の要項に定める公租

公課を源泉徴収又は控除したうえでなされる。 

(ニ)組織再編等による繰上償還 
組織再編等(以下に定義する。)が生じたが、(a)上記６(８)(イ)記載の措置を講ずることが

できない場合、又は(b)承継会社等が、当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を

問わず、日本の上場会社であることを当社は予想していない旨の証明書を当社が受託会社に対

して交付した場合、当社は、本新株予約権付社債権者に対して、東京における14営業日以上前

に通知(かかる通知は取り消すことができない。)したうえで、当該通知において指定した償還

日(かかる償還日は、原則として、当該組織再編等の効力発生日までの日とする。)に、残存本

社債の全部(一部は不可)を、本社債１券面当たり、(ⅰ)各本新株予約権付社債の募集価格から

各本社債の額面金額を差し引いた額に、(ⅱ)上記償還日(同日を含む。)から満期日(同日を含

まない。)の日数を払込期日(同日を含む。)から満期日(同日を含まない。)までの日数で除し

た数を乗じ、これに各本社債の額面金額を加えた額で繰上償還するものとする。 

「組織再編等」とは、当社の株主総会(株主総会決議が不要な場合は、取締役会)において

(ⅰ)当社と他の会社の合併(新設合併及び吸収合併を含むが、当社が存続会社である場合を除

く。以下同じ。)、(ⅱ)資産譲渡(当社の資産の全部若しくは実質上全部の他の会社への売却若

しくは移転で、その条件に従って本新株予約権付社債に基づく当社の義務が相手先に移転若し

くは承継される場合に限る。)、(ⅲ)会社分割(新設分割及び吸収分割を含むが、本新株予約権

付社債に基づく当社の義務が分割先の会社に移転若しくは承継される場合に限る。)、(ⅳ)株

式交換若しくは株式移転(当社が他の会社の完全子会社となる場合に限る。以下同じ。)又は

(ⅴ)その他の日本法上の会社再編手続で、これにより本社債及び/又は本新株予約権に基づく

当社の義務が他の会社に引き受けられることとなるものの承認決議が採択されることをいう。 

(ホ)上場廃止等による繰上償還 
(ⅰ)金融商品取引法に従って、当社以外の者(以下「公開買付者」という。)により当社普通

株式の公開買付けが行われ、(ⅱ)当社が、金融商品取引法に従って、当該公開買付けに賛同す

る意見を表明し、(ⅲ)当社又は公開買付者が、当該公開買付けによる当社普通株式の取得の結

果当社普通株式の上場が廃止される可能性があることを公開買付届出書又はその訂正届出書

等(以下「公開買付届出書等」という。)で公表又は容認し(但し、当社又は公開買付者が、当

該取得後も当社が日本の上場会社であり続けるよう最善の努力をする旨を公表した場合を除
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く｡)、かつ、(ⅳ)公開買付者が当該公開買付けにより当社普通株式を取得した場合、当社は、

実務上可能な限り速やかに(但し、当該公開買付けによる当社普通株式の取得日から14日以内

に)本新株予約権付社債権者に対して通知(かかる通知は取り消すことができない。)したうえ

で、当該通知において指定した償還日(かかる償還日は、当該通知の日から東京における14営

業日目以降30営業日目までのいずれかの日とする｡)に、残存本社債の全部(一部は不可)を、本

社債１券面当たり、(a)各本新株予約権付社債の募集価格から各本社債の額面金額を差し引い

た額に、(b)上記償還日(同日を含む。)から満期日(同日を含まない。)の日数を払込期日(同日

を含む。)から満期日(同日を含まない。)までの日数で除した数を乗じ、これに各本社債の額

面金額を加えた額で繰上償還するものとする。 

上記にかかわらず、当社又は公開買付者が、当該公開買付けによる当社普通株式の取得日

の後に組織再編等を行う予定である旨又はスクイーズアウト事由(下記(へ)に定義する。)を

生じさせる予定である旨を公開買付届出書等で公表した場合、本(ホ)記載の当社の償還義務は

適用されない。但し、かかる組織再編等又はスクイーズアウト事由が当該取得日から60日以内

に生じなかった場合、当社は、実務上可能な限り速やかに(但し、当該60日間の最終日から14

日以内に)本新株予約権付社債権者に対して通知(かかる通知は取り消すことができない。)し

たうえで、当該通知において指定した償還日(かかる償還日は、当該通知の日から東京におけ

る14営業日目以降30営業日目までのいずれかの日とする｡)に、残存本社債の全部(一部は不可)

を、本社債１券面当たり、(a)各本新株予約権付社債の募集価格から各本社債の額面金額を差

し引いた額に、(b)上記償還日(同日を含む。)から満期日(同日を含まない。)の日数を払込期

日(同日を含む。)から満期日(同日を含まない。)までの日数で除した数を乗じ、これに各本社

債の額面金額を加えた額で繰上償還するものとする。 

(ヘ)スクイーズアウトによる繰上償還 
当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当社普通株式の全てを対

価をもって取得する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合、当社の特別支配株主による当

社の他の株主に対する株式売渡請求を承認する旨の当社の取締役会決議がなされた場合又は

当社普通株式の上場が廃止されることが想定される株式の併合を承認する旨の当社の株主総

会の決議がなされた場合(以下「スクイーズアウト事由」という。)、当社は、本新株予約権付

社債権者に対して、実務上可能な限り速やかに(但し、当該スクイーズアウト事由の発生日か

ら14日以内に)通知したうえで、当該通知において指定した償還日(かかる償還日は、当該スク

イーズアウト事由に係る効力発生日より前で、当該通知の日から東京における14営業日目以降

30営業日目までのいずれかの日とする｡但し、当該効力発生日が当該通知の日から東京におけ

る14営業日目の日よりも前の日となる場合には、かかる償還日は当該効力発生日よりも前の日

に繰り上げられる。)に、残存本社債の全部(一部は不可)を、本社債１券面当たり、(a)各本新

株予約権付社債の募集価格から各本社債の額面金額を差し引いた額に、(b)上記償還日(同日を

含む。)から満期日(同日を含まない。)の日数を払込期日(同日を含む。)から満期日(同日を含
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まない。)までの日数で除した数を乗じ、これに各本社債の額面金額を加えた額で繰上償還す

るものとする。 

(ト)当社が上記(イ)乃至(ヘ)のいずれかに基づく繰上償還の通知を行った場合、以後他の事由

に基づく繰上償還の通知を行うことはできない(但し、上記(ハ)において繰上償還を受けな

いことが選択された本社債を除く。)。 
また、当社が上記(ニ)若しくは(ヘ)に基づき繰上償還の通知を行う義務が発生した場合又

は上記(ホ)(ⅰ)乃至(ⅳ)に規定される事由が発生した場合には、以後上記(イ)乃至(ハ)に

基づく繰上償還の通知を行うことはできない。 

また、当社が上記(ホ)記載の償還義務及び上記(ニ)又は(ヘ)記載の償還義務の両方を負う

こととなる場合、上記(ニ)又は(ヘ)の手続が適用されるものとする。 
(５)買入消却 

当社は、公開市場を通じ又はその他の方法により随時本新株予約権付社債を買い入れ、こ

れを保有若しくは転売し、又は当該本新株予約権付社債に係る本社債を消却することができ

る。また、当社の子会社は、公開市場を通じ又はその他の方法により随時本新株予約権付社

債を買い入れ、これを保有若しくは転売し、又は当該本新株予約権付社債に係る本社債の消

却のため当社に交付することができる。 

(６)期限の利益の喪失 

信託証書又は本社債の規定の不履行又は不遵守その他本新株予約権付社債の要項に定める

一定の事由が生じた場合、受託会社が本新株予約権付社債の要項に定めるところにより当社

に対し本社債の期限の利益喪失の通知を行ったときには、当社は、本社債につき期限の利益

を失い、残存本社債の全部をその額面金額に経過利息(もしあれば)を付して直ちに償還しな

ければならない。 

(７)本新株予約権付社債の券面 

本新株予約権付社債については、記名式の新株予約権付社債券(以下「本新株予約権付社債券」

という｡)を発行するものとする。 

(８)無記名式新株予約権付社債券への転換請求の制限 

本新株予約権付社債券を無記名式とすることを請求することはできない。 

(９)本新株予約権付社債に係る支払・新株予約権行使請求受付代理人 

Mizuho Trust & Banking(Luxembourg) S.A. (主支払・新株予約権行使請求受付代理人) 

(１０)本新株予約権付社債に係る名簿管理人 

Mizuho Trust & Banking(Luxembourg) S.A. 

(１１)社債の担保又は保証 

本社債は、担保又は保証を付さないで発行される。 

(１２)財務上の特約 

担保設定制限が付与される。 
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８．上場取引所 

該当事項なし。 

９．その他 

当社普通株式に関する安定操作取引は行わない。 

海外一般募集による本新株予約権付社債の発行が中止となる場合には本新株予約権付社債の発

行も中止する。 
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Ⅳ．第三者割当による 2025年満期新株予約権付社債の発行 

１．社債の名称 

LINE株式会社2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(以下Ⅳ．において「本新株予約

権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。) 

２．社債の払込金額 

本社債の額面金額の102.5％ (各本社債の額面金額 10,000,000円) 

３．新株予約権と引換えに払い込む金銭 

本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする。 

４．社債の払込期日及び発行日 

2018年９月20日 (ロンドン時間、以下別段の表示のない限り同じ。) 

５．募集に関する事項 

(１)募集方法 

NAVER Corporationに対する第三者割当 

(２)本新株予約権付社債の募集価格(発行価格) 

本社債の額面金額の102.5％ 

６．新株予約権に関する事項 

(１)新株予約権の目的である株式の種類、内容及び数 

本新株予約権の目的である株式の種類及び内容は当社普通株式(単元株式数100株)とし、

その行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総

額を下記(４)記載の転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる１株未満の端数は

切り捨て、現金による調整は行わない。また、本新株予約権の行使により単元未満株式が発

生する場合は、当該単元未満株式は単元株式を構成する株式と同様の方法で本新株予約権付

社債の保有者(以下「本新株予約権付社債権者」という。)に交付され、当社は当該単元未満

株式に関して現金による精算を行わない。 

(２)発行する新株予約権の総数 

3,658個及び代替新株予約権付社債券(本新株予約権付社債券(下記７(８)に定義する。)の

紛失、盗難又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得て発行する新株予約権付社債券をいう。

以下同じ。)に係る本社債の額面金額合計額を10,000,000円で除した個数の合計数 

(３)新株予約権の割当日 

2018年９月20日 

(４)新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額 

(イ)各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、

当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。 

(ロ)転換価額は、当初、海外一般募集による2023年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債

において決定される転換価額と同一の金額とする。 
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(ハ)転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で

当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合、下記の算式により

調整される。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が

保有するものを除く｡)の総数をいう。 

 

調整後転換価額＝調整前転換価額× 

 

既発行株式数＋ 

発行又は 

処分株式数 
× １株当たりの払込金額 

時 価 

既発行株式数＋発行又は処分株式数 

 

また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、一定の剰余金の配当、当社普通株式の時価

を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付

されるものを含む｡)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整され

る。 

(５)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 

本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算

規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、

計算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準

備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 

(６)新株予約権を行使することができる期間 

2018年10月４日から2025年９月５日まで(行使請求受付場所現地時間)とする。但し、①下

記７(４)記載の繰上償還の場合は、償還日の東京における３営業日前の日まで(但し、下記７

(４)(ハ)において繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、

②下記７(５)記載の本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また

③下記７(６)記載の本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。

上記いずれの場合も、2025年９月５日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を

行使することはできない。 

上記にかかわらず、当社の組織再編等(下記７(４)(ニ)に定義する。)を行うために必要で

あると当社が合理的に判断した場合、組織再編等の効力発生日の翌日から起算して14日以内

に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。 

上記にかかわらず、本新株予約権の行使の効力が発生する日本における暦日(又は当該暦

日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又

は社債、株式等の振替に関する法律第151条第１項に関連して株主を確定するために定めら

れたその他の日(以下、当社の定める基準日と併せて「株主確定日」と総称する。)の東京に

おける２営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京に
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おける３営業日前の日)(同日を含む。)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京にお

ける営業日でない場合、その東京における翌営業日)(同日を含む。)までの期間に当たる場合、

本新株予約権を行使することはできない。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく

振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する日本法、規制又は慣行が変更

された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当

該変更を反映するために修正することができる。 

(７)その他の新株予約権の行使の条件 

各本新株予約権の一部行使はできない。 

(８)当社が組織再編等を行う場合の承継会社等による新株予約権の交付 

(イ)組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権

付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、

本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。

但し、かかる承継及び交付については、(ⅰ)その時点で適用のある法律上実行可能であ

り、(ⅱ)そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(ⅲ)当社

又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費

用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とす

る。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本

の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。本(イ)に記載の当社の努力義務は、

当社が本新株予約権付社債の受託会社(以下「受託会社」という。)に対して下記７

(４)(ニ)(b)記載の証明書を交付する場合、適用されない。 

「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は

本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。 

(ロ)上記(イ)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとす

る。 

① 新株予約権の数 

当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新

株予約権の数と同一の数とする。 

② 新株予約権の目的である株式の種類 

承継会社等の普通株式とする。 

③ 新株予約権の目的である株式の数 

承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該

組織再編等の条件等を勘案のうえ、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、

下記(ⅰ)又は(ⅱ)に従う。なお、転換価額は上記(４)(ハ)と同様の調整に服する。 

(ⅰ) 一定の合併、株式交換又は株式移転の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前

に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織
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再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発

生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換

価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はそ

の他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株

式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領さ

せる。 

(ⅱ) 上記以外の組織再編等の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約

権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、

当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに

受領できるように、転換価額を定める。 

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額 

承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、

当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。 

⑤ 新株予約権を行使することができる期間 

当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14日後以内の日)から、上記(６)に定め

る本新株予約権の行使期間の満了日までとする。 

⑥ その他の新株予約権の行使の条件 

承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。 

⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 

承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の

額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5

を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額

とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減

じた額とする。 

⑧ 組織再編等が生じた場合 

承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り

扱いを行う。 

⑨ その他 

承継会社等の新株予約権の行使により生じる１株未満の端数は切り捨て、現金による

調整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。 

(ハ)当社は、上記(イ)の定めに従い本社債及び本新株予約権付社債にかかる信託証書に基づく

当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定

める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。 

(９)新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする理由 

本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離
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譲渡はできず、かつ本新株予約権の行使に際して当該本新株予約権に係る本社債が出資され、

本社債と本新株予約権が相互に密接に関係することを考慮し、また、本新株予約権の価値と

本社債の利率、払込金額等のその他の発行条件により当社が得られる経済的価値とを勘案し

て、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする。 

７．社債に関する事項 

(１)社債の総額 

365億8,000万円及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額の合計額 

(２)社債の利率 

本社債には利息は付さない。 

(３)満期償還 

2025年９月19日(償還期限)に本社債の額面金額の100％で償還する。 

(４)本社債の繰上償還 

(イ)クリーンアップ条項による繰上償還 
本(イ)の繰上償還の通知を行う前のいずれかの時点において、残存する本社債(以下「残存

本社債」という。)の額面金額合計額が発行時の本社債の額面総額の10％を下回った場合、当

社は、その選択により、本新株予約権付社債権者に対して、30日以上60日以内の事前の通知(か

かる通知は取り消すことができない。)をしたうえで、残存本社債の全部(一部は不可)をその

額面金額の100％の価額で繰上償還することができる。 

(ロ)130％コールオプション条項による繰上償還 
株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)

が、20連続取引日(以下に定義する。)にわたり当該各取引日に適用のある上記６(４)(ロ)記

載の転換価額の130％以上であった場合、当社は、その選択により、当該20連続取引日の末日

から30日以内に受託会社及び主支払・新株予約権行使請求受付代理人並びに本新株予約権付社

債権者に対して、30日以上60日以内の事前の通知(かかる通知は取り消すことができない。)

をしたうえで、2023年９月20日以降、残存本社債の全部(一部は不可)をその額面金額の100％

の価額で繰上償還することができる。 

「取引日」とは、株式会社東京証券取引所における取引日をいい、終値が発表されない日

を含まない。 

(ハ)税制変更による繰上償還 
日本国の税制の変更等により、当社が本新株予約権付社債の要項に定める追加額の支払義

務を負う旨及び当社が合理的な措置を講じてもかかる追加額の支払義務を回避することがで

きない旨を受託会社に了解させた場合、当社はその選択により、いつでも、本新株予約権付社

債権者に対して30日以上60日以内の事前の通知(かかる通知は取り消すことができない。)をし

たうえで、残存本社債の全部(一部は不可)をその額面金額の100％の価額で繰上償還すること

ができる。但し、当社が当該追加額の支払義務を負うこととなる最初の日の90日前の日より前
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にかかる繰上償還の通知をしてはならない。 

上記にかかわらず、かかる通知がなされた時点において、残存本社債の額面金額合計額が

発行時の本社債の額面総額の10％以上である場合、各本新株予約権付社債権者は、当社に対し

て当該償還日の20日前までに通知することにより、当該本新株予約権付社債権者の保有する本

社債については繰上償還を受けないことを選択する権利を有する。この場合、当社は当該償還

日後の当該本社債に関する支払につき本新株予約権付社債の要項に定める追加額の支払義務

を負わず、当該償還日後の当該本社債に関する支払は本新株予約権付社債の要項に定める公租

公課を源泉徴収又は控除したうえでなされる。 

(ニ)組織再編等による繰上償還 
組織再編等(以下に定義する。)が生じたが、(a)上記６(８)(イ)記載の措置を講ずることが

できない場合、又は(b)承継会社等が、当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を

問わず、日本の上場会社であることを当社は予想していない旨の証明書を当社が受託会社に対

して交付した場合、当社は、本新株予約権付社債権者に対して、東京における14営業日以上前

に通知(かかる通知は取り消すことができない。)したうえで、当該通知において指定した償還

日(かかる償還日は、原則として、当該組織再編等の効力発生日までの日とする。)に、残存本

社債の全部(一部は不可)を、本社債１券面当たり、(ⅰ)各本新株予約権付社債の募集価格から

各本社債の額面金額を差し引いた額に、(ⅱ)上記償還日(同日を含む。)から満期日(同日を含

まない。)の日数を払込期日(同日を含む。)から満期日(同日を含まない。)までの日数で除し

た数を乗じ、これに各本社債の額面金額を加えた額で繰上償還するものとする。 

「組織再編等」とは、当社の株主総会(株主総会決議が不要な場合は、取締役会)において

(ⅰ)当社と他の会社の合併(新設合併及び吸収合併を含むが、当社が存続会社である場合を除

く。以下同じ。)、(ⅱ)資産譲渡(当社の資産の全部若しくは実質上全部の他の会社への売却若

しくは移転で、その条件に従って本新株予約権付社債に基づく当社の義務が相手先に移転若し

くは承継される場合に限る。)、(ⅲ)会社分割(新設分割及び吸収分割を含むが、本新株予約権

付社債に基づく当社の義務が分割先の会社に移転若しくは承継される場合に限る。)、(ⅳ)株

式交換若しくは株式移転(当社が他の会社の完全子会社となる場合に限る。以下同じ。)又は

(ⅴ)その他の日本法上の会社再編手続で、これにより本社債及び/又は本新株予約権に基づく

当社の義務が他の会社に引き受けられることとなるものの承認決議が採択されることをいう。 

(ホ)上場廃止等による繰上償還 
(ⅰ)金融商品取引法に従って、当社以外の者(以下「公開買付者」という。)により当社普通

株式の公開買付けが行われ、(ⅱ)当社が、金融商品取引法に従って、当該公開買付けに賛同す

る意見を表明し、(ⅲ)当社又は公開買付者が、当該公開買付けによる当社普通株式の取得の結

果当社普通株式の上場が廃止される可能性があることを公開買付届出書又はその訂正届出書

等(以下「公開買付届出書等」という。)で公表又は容認し(但し、当社又は公開買付者が、当

該取得後も当社が日本の上場会社であり続けるよう最善の努力をする旨を公表した場合を除
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く｡)、かつ、(ⅳ)公開買付者が当該公開買付けにより当社普通株式を取得した場合、当社は、

実務上可能な限り速やかに(但し、当該公開買付けによる当社普通株式の取得日から14日以内

に)本新株予約権付社債権者に対して通知(かかる通知は取り消すことができない。)したうえ

で、当該通知において指定した償還日(かかる償還日は、当該通知の日から東京における14営

業日目以降30営業日目までのいずれかの日とする｡)に、残存本社債の全部(一部は不可)を、本

社債１券面当たり、(a)各本新株予約権付社債の募集価格から各本社債の額面金額を差し引い

た額に、(b)上記償還日(同日を含む。)から満期日(同日を含まない。)の日数を払込期日(同日

を含む。)から満期日(同日を含まない。)までの日数で除した数を乗じ、これに各本社債の額

面金額を加えた額で繰上償還するものとする。 

上記にかかわらず、当社又は公開買付者が、当該公開買付けによる当社普通株式の取得日

の後に組織再編等を行う予定である旨又はスクイーズアウト事由(下記(へ)に定義する。)を

生じさせる予定である旨を公開買付届出書等で公表した場合、本(ホ)記載の当社の償還義務は

適用されない。但し、かかる組織再編等又はスクイーズアウト事由が当該取得日から60日以内

に生じなかった場合、当社は、実務上可能な限り速やかに(但し、当該60日間の最終日から14

日以内に)本新株予約権付社債権者に対して通知(かかる通知は取り消すことができない。)し

たうえで、当該通知において指定した償還日(かかる償還日は、当該通知の日から東京におけ

る14営業日目以降30営業日目までのいずれかの日とする｡)に、残存本社債の全部(一部は不可)

を、本社債１券面当たり、(a)各本新株予約権付社債の募集価格から各本社債の額面金額を差

し引いた額に、(b)上記償還日(同日を含む。)から満期日(同日を含まない。)の日数を払込期

日(同日を含む。)から満期日(同日を含まない。)までの日数で除した数を乗じ、これに各本社

債の額面金額を加えた額で繰上償還するものとする。 

(ヘ)スクイーズアウトによる繰上償還 
当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当社普通株式の全てを対

価をもって取得する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合、当社の特別支配株主による当

社の他の株主に対する株式売渡請求を承認する旨の当社の取締役会決議がなされた場合又は

当社普通株式の上場が廃止されることが想定される株式の併合を承認する旨の当社の株主総

会の決議がなされた場合(以下「スクイーズアウト事由」という。)、当社は、本新株予約権付

社債権者に対して、実務上可能な限り速やかに(但し、当該スクイーズアウト事由の発生日か

ら14日以内に)通知したうえで、当該通知において指定した償還日(かかる償還日は、当該スク

イーズアウト事由に係る効力発生日より前で、当該通知の日から東京における14営業日目以降

30営業日目までのいずれかの日とする｡但し、当該効力発生日が当該通知の日から東京におけ

る14営業日目の日よりも前の日となる場合には、かかる償還日は当該効力発生日よりも前の日

に繰り上げられる。)に、残存本社債の全部(一部は不可)を、本社債１券面当たり、(a)各本新

株予約権付社債の募集価格から各本社債の額面金額を差し引いた額に、(b)上記償還日(同日を

含む。)から満期日(同日を含まない。)の日数を払込期日(同日を含む。)から満期日(同日を含
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まない。)までの日数で除した数を乗じ、これに各本社債の額面金額を加えた額で繰上償還す

るものとする。 

(ト)当社が上記(イ)乃至(ヘ)のいずれかに基づく繰上償還の通知を行った場合、以後他の事由

に基づく繰上償還の通知を行うことはできない(但し、上記(ハ)において繰上償還を受けな

いことが選択された本社債を除く。)。 
また、当社が上記(ニ)若しくは(ヘ)に基づき繰上償還の通知を行う義務が発生した場合又

は上記(ホ)(ⅰ)乃至(ⅳ)に規定される事由が発生した場合には、以後上記(イ)乃至(ハ)に

基づく繰上償還の通知を行うことはできない。 

また、当社が上記(ホ)記載の償還義務及び上記(ニ)又は(ヘ)記載の償還義務の両方を負う

こととなる場合、上記(ニ)又は(ヘ)の手続が適用されるものとする。 
(５)買入消却 

当社は、公開市場を通じ又はその他の方法により随時本新株予約権付社債を買い入れ、こ

れを保有若しくは転売し、又は当該本新株予約権付社債に係る本社債を消却することができ

る。また、当社の子会社は、公開市場を通じ又はその他の方法により随時本新株予約権付社

債を買い入れ、これを保有若しくは転売し、又は当該本新株予約権付社債に係る本社債の消

却のため当社に交付することができる。 

(６)期限の利益の喪失 

信託証書又は本社債の規定の不履行又は不遵守その他本新株予約権付社債の要項に定める

一定の事由が生じた場合、受託会社が本新株予約権付社債の要項に定めるところにより当社

に対し本社債の期限の利益喪失の通知を行ったときには、当社は、本社債につき期限の利益

を失い、残存本社債の全部をその額面金額に経過利息(もしあれば)を付して直ちに償還しな

ければならない。 

(７)本新株予約権付社債の券面 

本新株予約権付社債については、記名式の新株予約権付社債券(以下「本新株予約権付社債券」

という｡)を発行するものとする。 

(８)無記名式新株予約権付社債券への転換請求の制限 

本新株予約権付社債券を無記名式とすることを請求することはできない。 

(９)本新株予約権付社債に係る支払・新株予約権行使請求受付代理人 

Mizuho Trust & Banking(Luxembourg) S.A. (主支払・新株予約権行使請求受付代理人) 

(１０)本新株予約権付社債に係る名簿管理人 

Mizuho Trust & Banking(Luxembourg) S.A. 

(１１)社債の担保又は保証 

本社債は、担保又は保証を付さないで発行される。 

(１２)財務上の特約 

担保設定制限が付与される。 
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８．上場取引所 

該当事項なし。 

９．その他 

当社普通株式に関する安定操作取引は行わない。 

海外一般募集による本新株予約権付社債の発行が中止となる場合には本新株予約権付社債の発

行も中止する。 
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(ご参考) 

１．資金の使途 

(１)今回調達資金の使途 

本新株予約権付社債の発行による手取金の使途は、以下を予定しております。 

① Fintech事業の成長投資として2021年12月までに約1,000億円 

 新しいインフラ確立を目指しているモバイル送金・決済サービス「LINE Pay」の決済

対応箇所の更なる拡大、ユーザー数及び送金・決済高拡大のための広告宣伝費及び

販促活動費 

 今後展開を目指している金融関連サービスの立ち上げ及び運営に関わる運転資金、

システムへの投資、人件費、各領域における国内外の戦略的投融資 

② AI事業の成長投資として2021年12月までに約480億円 

 自社製品である「LINE Clova」や関連サービスの開発のための人件費、外注費、広告

宣伝費 

(２)前回調達資金の使途の変更 

該当事項はありません。 

(３)業績に与える見通し 

今回の調達資金により、財務基盤の強化を図るとともに、成長に向けた投資を実行するこ

とで、当社グループの更なる企業価値向上に資するものと考えております。 

 

２．株主への利益配分等 

(１)利益配分に関する基本方針 

当社は、現在成長過程にあり、経営基盤の長期安定化に向けた財務体質の強化及び事業の

継続的な拡大発展を目指すため、内部留保の充実が重要であると考え、会社設立以降、金銭

による配当は実施しておりません。 

今後の株主への利益配当につきましては、当面は引き続き配当を行わない予定であります

が、財務状況、経営成績、内部留保の状況、資金需要、全般的な業務の状況や当社経営陣が

必要と認めた要因等、複数の要因を総合的に勘案し、検討していく方針であります。 

(２)配当決定にあたっての考え方 

上記「(１)利益配分に関する基本方針」に記載のとおりであります。 

(３)内部留保資金の使途 

内部留保資金につきましては、将来の成長に向けた運転資金として有効に活用していく所

存であります。 

(４)今後の株主に対する利益配分の具体的増加策 

当社は、現在成長過程にあり、経営基盤の長期安定化に向けた財務体質の強化及び事業の

継続的な拡大発展を目指すため、当面は、内部留保の充実が重要であると考えております。
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今後は、成長投資への資金需要及び財務状況に応じて配当を含めた株主還元の基本方針を見

直し、株主への利益還元を実施いたしたいと考えておりますが、現時点においては、具体的

内容について決定しておりません。 

(５)過去３決算期間の配当状況等 

 2015年 12月期 2016年 12月期 2017年 12月期 

基本的１株当たり純利益

（△は損失）（連結） 
△43.33 円 34.84円 36.56円 

１ 株 当 た り 配 当 額 

(１株当たり中間配当額) 

－円 

（ －円 ） 

－円 

（ －円 ） 

－円 

（ －円 ） 

実績配当性向（連結） －％ －％ －％ 

当社株主帰属持分当期純

利 益 率 （ 連 結 ） 

△50.1％ 7.6％ 4.7％ 

純資産配当率（連結） －％ －％ －％ 

（注）１．基本的１株当たり純利益（△は損失）は、指定国際会計基準（IFRS）に基づいて作成された

連結財務諸表に基づき算定しております。 

２．当社は、2015 年６月 15日付で、定款変更によりＡ種種類株式を創設した上で、普通株式の

全部及び一部の新株予約権の目的となる株式についてＡ種種類株式に変更しましたが、

2016 年３月 31 日付の定款の変更と同時にＡ種種類株式の定めを廃止し、すべての発行済

Ａ種種類株式及び一部の新株予約権の目的となる株式を普通株式に再度変更しております。 

３．当社株主帰属持分当期純利益率は、指定国際会計基準（IFRS）に基づいて作成された連結財

務諸表における当社の株主に帰属する当期純利益を当社株主に帰属する持分（期首・期末

の平均）で除した数値であります。 

４．１株当たり配当額（１株当たり中間配当額）、実績配当性向及び純資産配当率については、

配当を実施していませんので、記載しておりません。 

 

３．配分先の指定 

該当事項はありません。 

ただし、海外一般募集による本新株予約権付社債の発行と並行して当社親会社のNAVER 
Corporationを割当予定先とする並行第三者割当による本新株予約権付社債の発行が行われま

す。並行第三者割当による本新株予約権付社債の発行にあたり、当社は日本証券業協会の定め

る株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則第２条第３項に基づく海外一般

募集の引受人からの要請を遵守しており、仮に並行第三者割当による本新株予約権付社債の発

行が海外一般募集における親引け（発行者が指定する販売先への売付けをいい、販売先を示唆

する等実質的に類似する行為を含む。）として行われた場合であっても、同規則第２条第２項に

規定する親引けの禁止の例外に該当するものであります。なお、海外一般募集による本新株予
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約権付社債の発行が中止となる場合は、並行第三者割当による本新株予約権付社債の発行も中

止いたします。 
 

４．潜在株式による希薄化情報 

本新株予約権付社債の発行により発生する潜在株式数は、2018年９月３日現在の株式会社東

京証券取引所（以下「東京証券取引所」という。）における当社普通株式の終値である5,090円

を当初転換価額として計算した場合、2018年７月31日現在の当社の普通株式の発行済株式総数

240,155,142株の11.96％（総議決権数2,400,954個の11.97％）となります。 

 

 ５．ロックアップについて 

当社は、海外一般募集による本新株予約権付社債に係る引受契約書の締結日から払込期日後

180日間を経過するまでの期間中、幹事引受会社の事前の書面による承諾を受けることなく、当

社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しくは交換される有価証券の発行又は当社普通株式

を受領する権利を付与された有価証券の発行等(但し、本新株予約権付社債の発行及び売却(本

新株予約権の行使による当社普通株式の発行又は処分)、単元未満株主の売渡請求による当社

普通株式の売渡し、株式分割、当社及び当社子会社の取締役又は従業員に対するストックオプ

ション・プランに基づくストックオプション又は新株予約権の付与及び発行、当社及び当社子

会社の取締役又は従業員に対するストックオプション若しくは新株予約権に基づく又は従業員

持株制度に関連する当社普通株式の付与及び発行、所在不明株主の保有する株式の売却、その

他日本法上の要請による場合等を除く。)を行いません。 

また、NAVER Corporationは、海外一般募集による本新株予約権付社債に係る引受契約書の締

結日から払込期日後180日間を経過するまでの期間中、幹事引受会社の事前の書面による同意

なしには並行第三者割当による本新株予約権付社債の発行により取得した本新株予約権付社債

を含む当社新株予約権付社債及び当社株式の売却等を行わない旨合意しております。 

 

６．資金使途の合理性に関する考え方 

本新株予約権付社債の発行による調達資金は、Fintech事業の成長投資及びAI事業の成長投資

に充当する予定であり、事業の成長投資を積極的に進めることで中長期的な企業価値向上に資す

ると考えております。したがって資金使途は合理的であると考えております。 

 

７．第三者割当による本新株予約権付社債の発行条件等の合理性 

(１)払込金額の算定根拠及びその具体的内容 

並行第三者割当による本新株予約権付社債の発行価額は、本社債の額面100円につき102.5円

とし、並行第三者割当による本新株予約権付社債の当初転換価額は、当初、並行第三者割当に

よる本新株予約権付社債と同条件において同時に発行される海外一般募集による本新株予約権
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付社債の当初転換価額と同額になる予定です。並行第三者割当による本新株予約権付社債の発

行価額は本社債の額面金額を超える金額であり、並行第三者割当による本新株予約権付社債の

当初転換価額は、並行第三者割当による本新株予約権付社債と同条件において同時に発行され

る海外一般募集による本新株予約権付社債の当初転換価額と同額になる予定であるところ、海

外一般募集による本新株予約権付社債の当初転換価額は投資家の需要状況及びその他の市場動

向を勘案して海外一般募集による本新株予約権付社債の払込金額が特に有利な金額に該当しな

い範囲で適正に決定される予定であることから、並行第三者割当による本新株予約権付社債の

発行価額は割当予定先に特に有利な金額には該当せず、合理的であると判断しております。 

なお、当社監査役は、並行第三者割当による本新株予約権付社債の発行条件は割当予定先に

特に有利ではなく、適法である旨の意見を全員一致で表明しております。 

 

(２)発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

並行第三者割当による本新株予約権付社債の発行により発生する潜在株式数は、2018年９月

３日現在の東京証券取引所における当社普通株式の終値である5,090円を当初転換価額として

計算した場合、2018年７月31日現在の当社の普通株式の発行済株式総数240,155,142株の5.98％

（総議決権数2,400,954個の5.98％）となり、並行第三者割当による本新株予約権付社債の普通

株式への転換が進んだ場合、１株当たりの株式価値の希薄化が生じます。 

しかしながら、並行第三者割当による本新株予約権付社債の発行とその後の転換の実現によ

り、財務基盤の健全性を維持すると同時に、事業の成長投資を積極的に進めることで中長期的

な企業価値向上に資すると考えております。従って、並行第三者割当による本新株予約権付社

債の発行は、転換が生じる場合には一時的な１株当たりの株式価値の希薄化が生じるものの、

中長期的な観点からは株主の利益の維持及び向上に繋がるため、希薄化の規模は合理的である

と判断しております。 

 

８．割当予定先の選定理由等 

(１)割当予定先の概要（2018年６月30日時点） 

① 名 称 NAVER Corporation 

③  所 在 地 

 
大韓民国京畿道城南市盆唐区仏亭路 6 

④  代 表 者 の 役 職 及 び 氏 名 代表取締役 SEONG-SOOK HAN 

⑤  事 業 内 容 ポータルサイト NAVER 事業 

⑥  資 本 金 16,481 百万ウォン 

⑦  設 立 年 月 日 1999年６月２日 

⑧  発 行 済 株 式 数 32,962,679株 

⑨  決 算 期 12月末日 
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⑩  従 業 員 数 3,304人（単体） 

⑪  主 要 取 引 先 主要広告代理店各社 

⑫  主 要 取 引 銀 行 新韓銀行 

⑬  

大 株 主 及 び 持 株 比 率 

国民年金公団 10.33% 

Oppenheimer Funds, Inc. 5.06% 

BlackRock Fund Advisors 5.03% 

⑬ 当 事 会 社 間 の 関 係  

 

資 本 関 係 

割当予定先は当社の普通株式 174,992,000 株（2018年７月

31日時点の当社の発行済株式総数 240,155,142 株に対する

割合 72.86％）を所有する親会社です。 

 人 的 関 係 該当事項はありません。 

 
取 引 関 係 

当社グループは、NAVER Corporation 及び同グループ各社

との取引を行っております。 

 
関連当事者への該当状況 

当社は当該会社の大株主であり、当該会社は関連当事者に

該当します。 

⑭  最近 3年間の経営成績及び財政状態 

 決 算 期 2015年 12月期 2016年 12月期 2017年 12月期 

 連 結 純 資 産 221,284 402,636 517,256 

 連 結 総 資 産 427,627 621,137 781,877 

 1 株当たり連結純資産（円） 7,576 13,977 17,611 

 連 結 売 上 高 317,258 392,206 456,151 

 連 結 営 業 利 益 80,947 107,449 114,971 

 連 結 経 常 利 益 80,264 110,348 116,593 

 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 

当 期 純 利 益 
50,578 73,057 75,356 

 1 株当たり連結当期純利益

（ 円 ） 
1,718 2,510 2,590 

 1 株当たり配当金（円） 107 110 141 

（単位：百万円。特記しているものを除く。） 

（注）円換算は2018年９月３日時点の為替レートで計算しています。 

 

(２)割当予定先を選定した理由 

割当予定先であるNAVER Corporationは2018年７月31日時点で当社株式の発行済株式総数の

72.86％（潜在株式を含めると71.61％）を有する当社の親会社です。当社と割当予定先との間
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では取引関係が存在し、今般当社が注力するAI事業においても、協業の関係にあります。一方、

当社グループの方針・政策決定及び事業展開は当社における独自の意思決定によって進められ

ており、さらに当社においては社内規程に基づき関連当事者取引の適正性を確保する体制が構

築されております。 

そのような状況の下、当社と割当予定先が今後も引き続き相互の企業価値向上を図り、長期

的に友好な取引・協調関係を維持・発展させていくことは、当社グループの企業価値向上に資

するものと考え、割当予定先の当社に対する持株比率を一定程度維持すべく、並行第三者割当

による本新株予約権付社債の発行の割当予定先といたしました。 

 

(３)割当予定先の保有方針 

割当予定先は、並行第三者割当による本新株予約権付社債及び本新株予約権の行使により取

得した当社株式を長期的に保有する方針です。 

なお、割当予定先は、海外一般募集による本新株予約権付社債に係る引受契約書の締結日か

ら払込期日後180日間を経過するまでの期間中、幹事引受会社の事前の書面による同意なしに

は並行第三者割当による本新株予約権付社債の発行により取得した本新株予約権付社債を含む

当社新株予約権付社債及び当社株式の売却等を行わない旨合意しております。 

 

(４)割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容 

当社は、割当予定先が2018年８月14日に韓国金融監督院が運営する電子開示システムDARTに

提出した第20期半期報告書に記載されている財務諸表により、割当予定先が並行第三者割当に

よる本新株予約権付社債の払込みに要する財産を保有しているものと判断しております。 

 

(５)株券貸借に関する契約 

当社の海外一般募集による本新株予約権付社債の発行に関連し、モルガン・スタンレーMUFG

証券株式会社と、NAVER Corporationとの間で、株式消費貸借契約を締結し、NAVER Corporation

は最大で当社の株式6,000,000株をモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社に貸し付けるとの

ことです。 

 

(６)割当予定先の実態 

割当予定先であるNAVER Corporationは、当社の親会社であり、韓国証券取引所に上場してお

ります。また、当社は「内部統制システム構築の基本方針」において、社会の秩序や安全に脅

威を与える反社会的勢力とは一切の関係を持たないことを規定しており、また、当社の親会社

である割当予定先、割当予定先の役員について、当社が契約するリサーチデータベースプロバ

イダーの保有する情報データベースとの照合、及びインターネット等のメディア掲載情報から

の検索を実施し、反社会的勢力と関係がないことを確認していること、割当予定先との間で締
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結予定の並行第三者割当による本新株予約権付社債に係る引受契約書において、割当予定先か

ら、割当予定先、割当予定先の役員又は主要株主は、反社会的勢力ではなく、又は反社会的勢

力と何らかの関係を有していない旨の表明保証を受ける予定であることにより、当社は、割当

予定先、割当予定先の役員及び主要株主が反社会的勢力とは関係がないと判断しており、その

旨の確認書を株式会社東京証券取引所に提出しております。 

 

９．募集後の大株主及び持株比率 

募集前(2018 年９月３日) 募集後 

NAVER CORPORATION（常任代理人 

LINE㈱投資開発・IR 室） 
72.86％ 

NAVER CORPORATION（常任代理人 

LINE㈱投資開発・IR室） 
70.42% 

MOXLEY & CO LLC（常任代理人 ㈱

みずほ銀行決済営業部） 
3.49％ 

MOXLEY & CO LLC（常任代理人 ㈱

みずほ銀行決済営業部） 
3.12% 

慎 ジュンホ 1.98％ 慎 ジュンホ 1.77% 

李 海珍 1.91％ 李 海珍 1.70% 

MSIP CLIENT SECURITIES（常任代

理人 モルガン・スタンレーMUFG

証券㈱） 

1.67％ 

MSIP CLIENT SECURITIES（常任代

理人 モルガン・スタンレーMUFG

証券㈱） 

1.49% 

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL（常

任代理人 ゴールドマン・サック

ス証券㈱） 

1.24％ 

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL（常

任代理人 ゴールドマン・サック

ス証券㈱） 

1.11% 

資産管理サービス信託銀行株式

会社（信託Ｅ口） 
0.83％ 

資産管理サービス信託銀行株式

会社（信託Ｅ口） 
0.74% 

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口） 
0.79％ 

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口） 
0.71% 

MLI FOR CLIENT GENERAL OMNI NON 

COLLATERAL NON TREATY-PB 

（常任代理人 メリルリンチ日

本証券㈱） 

0.73％ 

MLI FOR CLIENT GENERAL OMNI 

NON COLLATERAL NON TREATY-PB 

（常任代理人 メリルリンチ日

本証券㈱） 

0.65% 

GOLDMAN, SACHS& CO. REG 

（常任代理人 ゴールドマン・サ

ックス証券㈱） 

0.68％ 

GOLDMAN, SACHS& CO. REG 

（常任代理人 ゴールドマン・サ

ックス証券㈱） 

0.61% 

（注）１．2018 年６月 30日時点の株主名簿及び 2018年７月 31日現在の発行済株式総数を基準として

記載をしております。 

２．募集後の持株比率は、本新株予約権付社債の当初転換価額を 2018 年９月３日現在の東京証

券取引所における当社普通株式の終値である 5,090 円として本新株予約権付社債が全て転
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換された場合に交付される株式の数を加えて算出しております。 

３．持株比率は、小数点以下第３位を切り捨てて記載しております。 

 

10．企業行動規範上の手続きに関する事項 

並行第三者割当による本新株予約権付社債の発行は、①希薄化率が25％未満であること、②

支配株主の異動を伴うものではないこと(新株予約権すべてが権利行使された場合であっても、

支配株主の異動が見込まれるものではないこと)から、東京証券取引所の定める上場規程第432条

に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは要しません。 

 

11．支配株主との取引等に関する事項 

(１) 支配株主との取引等に関する事項 

並行第三者割当による本新株予約権付社債の発行は、東京証券取引所の企業行動規範に定め

る「支配株主との重要な取引等」に該当いたします。当社が2018年４月27日に公表したコーポレ

ート・ガバナンスに関する報告書で示している「支配株主との取引を行う際における少数株主の

保護の方策に関する指針」に関する第三者割当による本新株予約権付社債の発行における適合状

況は、以下のとおりです。 

当社は、関連当事者取引管理規程を定め、当社の親会社であるNAVER Corporationを含むグル

ープ各社との間で取引を含む関連当事者取引に際しては、その必要性及び取引条件の妥当性を明

らかにした上で、経営会議の審議・承認を得ることとしております。また、当社は少数株主保護

の観点から、社外取締役のみにより構成される諮問委員会を設置しております。諮問委員会は、

関連当事者取引や利益相反取引のうち重要な内容、取締役会の運営状況、少数株主保護に関する

方針等に関して審議の上、取締役会に必要な提言を行なうことができ、取締役会においては諮問

委員会の提言を尊重し、必要な経営判断を行うものとしております。 

そのため、当社では、2018年９月４日、経営会議の審議・承認を得るとともに、諮問委員会を開

催し、並行第三者割当による本新株予約権付社債の発行が当社及び当社グループの事業の成長、

そして中長期的な企業価値向上を目指すために必要な取引であること、割当予定先の選定理由が

合理的であること、及び並行第三者割当による本新株予約権付社債の発行条件等が相当であるこ

と等を総合的に検討した結果、並行第三者割当による本新株予約権付社債の発行が当社の少数株

主にとって不利益なものではないとの意見を得ています。 

当社取締役会は、かかる経営会議の審議・承認及び諮問委員会の意見を踏まえ、同日付の取締

役会において並行第三者割当による本新株予約権付社債の発行を決議しており、これらは上記の

指針に適合しております。 

 

(２) 少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と利害関係のない者から

入手した意見の概要 
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①資金調達の必要性とその方法に関する検討の経緯 

LINE株式会社（以下、「LINE 社」）及び同社グループ(以下、「LINEグループ」）の主たる事業で

あるモバイルアプリケーション市場は変化の激しい市場ですが、LINEグループは広告、コミュニ

ケーション、コンテンツ等を含む「コア事業」においてユーザーのニーズに応じた様々なサービ

スをLINEプラットフォーム上で提供することで、事業を拡大してきました。更に、今後はFintech、

AI及びコマースを中心とした「戦略事業」に注力し新たな付加価値の創出を加速させ、ひいては

企業価値の向上を企図しています。 

これに伴い成長投資を積極的に進めるための資金需要に対応するため、従前より資金調達の必

要性及び方策が議論されておりました。その結果、Fintech 事業の成長投資として 2021 年 12 月

までに約 1,000億円、AI事業の成長投資として 2021年 12月までに約 480億円相当の資金調達が

必要であるとの算定がなされており、これを前提として、2018 年８月 27 日付の取締役会におい

て、海外一般募集及び NAVER Corporationを引受先とする並行第三者割当によるユーロ円建転換

社債型新株予約権付社債の発行を検討している旨の報告がなされております。 

 

②並行第三者割当の必要性及び割当予定先選定の合理性 

NAVER Corporationは、2018年７月31日時点において、LINE社株式の発行済株式総数の

72.86％（潜在株式を含めると71.61％）を有するLINE社の親会社です。LINE社とNAVER 

Corporationとの間では取引関係が発生しており、今般LINE社が注力するAI事業においても、協

業の関係にあります。一方で、LINEグループの方針・政策決定及び事業展開についてはLINE社に

おける独自の意思決定によって進められており、またLINE社においては社内規程により関連当事

者取引の適正性を確保する体制が構築されております。 

かかる両者の関係性を前提とすると、LINE社とNAVER Corporationとの間で、長期的に友好な

取引・協調関係を今後も維持・発展させることは、LINEグループの企業価値向上に資するもので

あり、かかる目的達成のためNAVER CorporationのLINE社に対する持株比率を一定程度維持する

ことは必要であるとの考え方には合理性があると考えられます。 

今般、並行第三者割当により発行される予定の新株予約権付社債の規模は、海外一般募集に

より発行される予定の新株予約権付社債と同規模であると報告を受けております。前記のとお

り、NAVER Corporationの持株比率は、LINE社とNAVER Corporationとの間で、長期的に友好な取

引・協調関係を維持・発展させるために必要な範囲で維持されれば足りると考えられることか

ら、新株予約権付社債の発行前後において、これを厳密に維持する必要性はなく、かかる発行規

模も相当であると認められます。 

なお、上場来NAVER CorporationによるLINE社の株式の売却は実施されておらず、NAVER 

Corporationは、今般の並行第三者割当による本新株予約権付社債、本新株予約権及びこれを行

使して取得したLINE株式においても長期で保有する方針であると報告を受けております。加え
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て、NAVER Corporationは、海外一般募集による本新株予約権付社債に係る引受契約書の締結日

から払込期日後180日間を経過するまでの期間中、事前の書面による同意なしには並行第三者割

当による本新株予約権付社債の発行により取得した本新株予約権付社債を含むLINE社新株予約権

付社債及びLINE社株式の売却等を行わない旨を合意する予定であると報告を受けております。 

以上より、LINE社による並行第三者割当の実施は、LINE社グループの企業価値向上の観点か

ら必要であり、またLINE社が割当予定先としてNAVER Corporationを選定することは合理的であ

ると判断いたしました。 

 

③第三者割当による本新株予約権付社債の発行条件等の合理性 

2018年９月４日開催の諮問委員会において、発行条件等について下記のとおり説明を受けて

おり、その内容を審議した結果、並行第三者割当による本新株予約権付社債の払込金額及び発行

による株式の希薄化の規模は、少数株主保護の観点からも合理的であると判断しております。 

 
イ. 払込金額の算定根拠及びその具体的内容 

並行第三者割当による本新株予約権付社債の発行価額は、本社債の額面100円につき102.5円

とし、並行第三者割当による本新株予約権付社債の当初転換価額は、当初、並行第三者割当によ

る本新株予約権付社債と同条件において同時に発行される海外一般募集による本新株予約権付社

債の当初転換価額と同額になる予定です。並行第三者割当による本新株予約権付社債の発行価額

は本社債の額面金額を超える金額であり、並行第三者割当による本新株予約権付社債の当初転換

価額は、並行第三者割当による本新株予約権付社債と同条件において同時に発行される海外一般

募集による本新株予約権付社債の当初転換価額と同額になる予定であるところ、海外一般募集に

よる本新株予約権付社債の当初転換価額は投資家の需要状況及びその他の市場動向を勘案して海

外一般募集による本新株予約権付社債の払込金額が特に有利な金額に該当しない範囲で適正に決

定される予定であることから、並行第三者割当による本新株予約権付社債の発行価額は割当予定

先に特に有利な金額には該当せず、合理的であると判断しております。 

 

ロ. 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

並行第三者割当による本新株予約権付社債の発行により発生する潜在株式数は、2018年９月

３日現在の東京証券取引所におけるLINE社普通株式の終値である5,090円を当初転換価額として

計算した場合、2018年７月31日現在のLINE社の普通株式の発行済株式総数240,155,142株の

5.98％（総議決権数2,400,954個の5.98％）となり、並行第三者割当による本新株予約権付社債

の普通株式への転換が進んだ場合、１株当たりの株式価値の希薄化が生じます。 

しかしながら、並行第三者割当による本新株予約権付社債の発行とその後の転換の実現によ

り、財務基盤の健全性を維持すると同時に、事業の成長投資を積極的に進めることで中長期的な

企業価値向上に資すると考えております。従って、並行第三者割当による本新株予約権付社債の
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発行は、転換が生じる場合には一時的な１株当たりの株式価値の希薄化が生じるものの、中長期

的な観点からは株主の利益の維持及び向上に繋がるため、希薄化の規模は合理的であると判断し

ております。 

 

④結論 

以上の検討の結果、並行第三者割当による新株予約権付社債の発行はLINE社の少数株主にと

って不利益なものではないと認められます。 

なお、諮問委員会としては、今後もLINE社とNAVER Corporation間において発生する関連当事

者取引について、少数株主にとって不利益とならないよう、必要な提言を行なってまいります。 

 

以上 

 

12．最近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 

（１）最近３年間の業績（連結） 

 2015年 12月期 2016年 12月期 2017年 12月期 

売上収益 120,405 百万円 140,704 百万円 167,147 百万円 

継続事業に係る税引前利益 

（△は損失） 
△530百万円 17,989 百万円 18,145 百万円 

当期純利益（△は損失） 
△7,972 百万円 7,103百万円 8,210百万円 

当社株主に帰属する 

当期純利益（△は損失） 
△7,581 百万円 6,762百万円 8,078百万円 

基本的１株当たり純利益 

（△は損失） △43.33 円 34.84円 36.56円 

１株当たり配当金 －円 －円 －円 

１株当たり当社株主帰属持分 101.39 円 738.53 円 779.30 円 

（注）国際会計基準（IFRS）に基づいて連結財務諸表を作成しております。 

 

（２）現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（2018年７月 31日現在） 

 株式数 発行済株式数に対する比率 

発行済株式数 240,111,642株 100.00％ 

現時点の転換価額（行使価額）

における潜在株式数 
5,069,400株 2.11% 

下限値の転換価額（行使価額）

における潜在株式数 
－ － 
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上限値の転換価額（行使価額）

における潜在株式数 
－ － 

 （注）「潜在株式数」は、新株予約権（ストックオプション）にかかるものであります。 

 

（３）最近の株価の状況 

① 最近３年間の状況 

 2015年 12月期 2016年 12月期 2017年 12月期 

始 値 － 円 4,900円 3,990円 

高 値 － 円 5,230円 5,080円 

安 値 － 円 3,780円 3,490円 

終 値 － 円 4,010円 4,595円 

（注）2016 年７月 15 日付をもって東京証券取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価につい

て該当事項はありません。 

 

② 最近６ヵ月間の状況 

 2018年 

３月 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 

始 値 4,305円 4,175円 3,970円 3,980円 4,605円 4,905円 

高 値 4,350円 4,325円 4,100円 4,870円 5,220円 5,140円 

安 値 3,925円 3,810円 3,850円 3,890円 4,405円 4,460円 

終 値 4,210円 3,995円 3,950円 4,615円 4,880円 5,120円 

 

③ 発行決議日直前取引日における株価 

 2018年９月３日現在 

始 値 5,020円 

高 値 5,110円 

安 値 5,010円 

終 値 5,090円 

 

(４)過去３年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況 

① エクイティ・ファイナンスの状況 
・公募による新株発行（国内募集及び海外募集） 

払込期日 海外募集につき、2016年７月14日 

国内募集につき、2016年７月15日 
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調達資金の額 109,402,000,000円（差引手取概算額） 

発行価額 2,295 円 

募集時における発行

済株式数 

174,992,000株 

当該募集による発行

株式数 

35,000,000株 

（海外募集 22,000,000株、国内募集 13,000,000株） 

募集後における発行

済株式総数 

209,992,000株 

発行時における当初

の資金使途 

短期借入金及び社債の返済、設備投資資金、運転資金 

LINEモバイルを運営するLINEモバイル株式会社（旧社名LMN株式

会社）及びLINE MUSIC株式会社への投融資資金 

当社グループの投資ファンドを通じた投融資資金やLINEビジネ

ス・ポータル事業における成長戦略投資資金 

発行時における支出

予定時期 

短期借入金の返済資金につき 2016年12月期 

社債の返済資金につき 2016年12月期 

設備投資資金につき 2016年12月期、2017年12月期、2018年12月

期 

運転資金につき 2016年12月期、2017年12月期、2018年12月期 

LINEモバイル株式会社及びLINE MUSIC 株式会社への投融資資金

につき 2016年12月期 

成長戦略投資につき具体的な充当時期未定 

現時点における充当

状況 

短期借入金及び社債の返済、設備投資、運転資金、LINE モバイ

ル株式会社及び LINE MUSIC株式会社への投融資資金、並びに成

長戦略投資等、当初の予定どおり充当中 

 

・オーバーアロットメントによる国内及び海外売り出しに伴う第三者割当による新株式の発行 
払込期日 2016年８月16日 

調達資金の額 16,545,375,000円（差引手取概算額） 

発行価額 2,295円 

募集時における発行

済株式数 

209,992,000株 

当該募集による発行

株式数 

5,250,000株 

募集後における発行

済株式総数 

215,242,000株 
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れたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。 
また、本書は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国 1933年証券法に基づいて同社債
の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国において証
券の募集又は販売が行われる場合には、米国 1933年証券法に基づいて作成され、発行会社から入手可能な、発行会社及びその経営陣
に関する詳細な情報及び財務諸表を含む英文目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における同社債の募集又は販売は
行われず、同社債の登録も行われません。  
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割当先 野村證券株式会社          1,950,000株 

(国内第三者割当増資) 

Morgan Stanley & Co. LLC       3,300,000株 

(海外第三者割当増資) 

発行時における当初

の資金使途 

LINEビジネス・ポータル事業における成長戦略投資資金 

発行時における支出

予定時期 

具体的な充当時期未定 

現時点における充当

状況 

LINEビジネス・ポータル事業における成長戦略投資資金として

、当初の予定どおり充当中 

 

・第三者割当による新株発行 
払込期日 2017年７月18日 

調達資金の額 3,999,997,890円（差引手取概算額） 

発行価額 3,969円 

募集時における発行

済株式数 

219,309,500株 

当該募集による発行

株式数 

1,007,810株 

募集後における発行

済株式総数 

220,317,310株 

割当先 資産管理サービス信託銀行株式会社(信託Ｅ口) 

発行時における当初

の資金使途 

払込期日以降の諸費用支払い等の運転資金 

発行時における支出

予定時 

期 

2017年７月18日 

現時点における充当

状況 

払込期日以降の諸費用支払い等の運転資金として充当済み 

 

・第三者割当による新株発行 
払込期日 2018年４月25日 

調達資金の額 4,999,995,980円（差引手取概算額） 

発行価額 １株につき金4,265円 



 

本書は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成さ
れたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。 
また、本書は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国 1933年証券法に基づいて同社債
の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国において証
券の募集又は販売が行われる場合には、米国 1933年証券法に基づいて作成され、発行会社から入手可能な、発行会社及びその経営陣
に関する詳細な情報及び財務諸表を含む英文目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における同社債の募集又は販売は
行われず、同社債の登録も行われません。  
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募集時における発行

済株式数 

238,785,310株 

当該募集による発行

株式数 

1,172,332株 

募集後における発行

済株式総数 

239,957,642株 

割当先 資産管理サービス信託銀行株式会社(信託Ｅ口) 

発行時における当初

の資金使途 

払込期日以降の諸費用支払い等の運転資金 

発行時における支出

予定時期 

2018年４月25日 

現時点における充当

状況 

払込期日以降の諸費用支払い等の運転資金として充当済み 

 

13．発行要項 

本新株予約権付社債の発行要項につきましては、上記「Ⅰ．海外一般募集による2023年満期新株

予約権付社債の発行」「Ⅱ．海外一般募集による2025年満期新株予約権付社債の発行」「Ⅲ．第三者

割当による2023年満期新株予約権付社債の発行」「Ⅳ．第三者割当による2025年満期新株予約権付社

債の発行」をご参照ください。 

 

以 上 


